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序     文 

 

 

   日本国政府は、バングラデシュ国政府の要請に基づき、同国の小規模水資源開発マスタープラ

ン調査を実施することを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施することとなりまし

た。当機構からは、本格調査に先立ち、本格調査の円滑かつ効率的な実施を図るため、平成16年2

月16日から2月27日の12日間にわたり、当機構農業開発調査課長太田光彦を団長とする事前調査

団を現地に派遣しました。同調査団は、バングラデシュ国政府関係者との協議並びに現地踏査を行

い、要請背景・内容等を確認し、本格調査に関する実施細則（S/W）に署名しました。本調査報告

書は、本格調査実施に向け、参考資料として広く関係者に活用されることを願い取りまとめたもの

です。終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

 平成16年4月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

理事 北原 悦男 



調査対象地域位置図 



現地調査地域写真集 

 

 S/W 署名（2 月 25 日、財務計画省経済関係局） 

 SSWRDSP-2 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄチームとの打ち合わせ 

 

  

現地踏査（タンガイル県 Kalihati） 

道路橋へ水門を設置し、堤防を建設することにより、洪水を調節しようとする計画。道路が嵩上

げされており堤防として使える可能性がある。 

 



 現地踏査（タンガイル県 Mirjapur） 

LGED タンガイル事務所長から現地農民への説明。 

 

 現地踏査（タンガイル県 Mirjapur） 

水田となっていないところは本来排水路。浚渫により排水改良を図る計画。 

 

 村人の関心も高い（タンガイル県 Mirjapur） 

ユニオン議長から村民への説明。 

 



 現地踏査（マイメンシン県 Fulberia） 

人垣と林の間の水路を浚渫し、道路橋に水門を設けることにより排水改良と乾期の水源を得よう

とする計画。 

 

 現地踏査（マイメンシン県 Hluaghat） 

 現地踏査（マイメンシン県 Hluaghat） 

この川をゴム堰で堰きとめ動力ポンプにより周辺へ灌漑する計画。 



 ユニオンコンプレックス 

 

 LGED マイメンシン県事務所 

宿泊・研修施設を併設している。 

 LGED マイメンシン事務所研修所ホール 

 LGED タンガイル県事務所 
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第１章 調査の概要 

 

１－１ 調査の目的 

バングラデシュ国（以下｢バ国｣という）より要請のあった小規模水資源開発マスタープラン調

査 (The Master Plan Study on Small Scale Water Resources Development Project for 
Poverty Alleviation through Effective Use of Surface Water in Bangladesh）に関し、本格調査の実施に

先立ち、本計画に係る要請背景及び内容を確認し、調査の範囲及び内容等を取り決めた実施細則

（S/W）について先方関係者と協議し署名を行う。また、調査結果を事前調査報告書として取り

まとめ、本格調査の方向性を示す。 

 

１－２ 団員構成 

 氏名 担当分野 所属 

1 太田 光彦 総括／農業一般 
独立行政法人国際協力機構 

農林水産開発調査部 農業開発調査課長 

2 前田 茂 灌漑排水 
農林水産省 大臣官房国際部 

国際協力課 海外技術協力官 

3 向井 史郎 農村社会基盤 独立行政法人緑資源機構 海外事業部嘱託 

4 今井 敏勝 水資源開発 
日本建設コンサルタント株式会社 

海外事業部技師長 

5 石橋 匡 調査企画 
独立行政法人国際協力機構 

農林水産開発調査部農業開発調査課 

 

１－３ 調査日程 

 月日 曜 総括／農業一般、灌漑排水、農村社会基盤、調査企画 水資源開発 

1 2 月 16
日 

月 
成田→バンコク   

同左 

2 17 日 火 バンコク→ダッカ   JICA 事務所打合せ、大使館表敬  

3 18 日 水 ERD 表敬、ADB 表敬、LGED 表敬、S/W 協議(1)  

4 19 日 木 LGED-RDEC 技プロ専門家との意見交換  S/W 協議(2)  

5 20 日 

金 

現地調査(1)  

タンガイル 

タンガイル LGED 事務所 

Kalihati Upazilaｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ候補地 

Mirjapur Upazilaｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ候補地 

 

6 21 日 土 S/W,M/M 協議(3)   

7 22 日 

日 

現地調査(2) 

マイメンシン 

マイメンシン LGED 事務所 

Haluaghat Upazilaｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ候補地 

Fulberia Upazila ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ候補地 

 

8 23 日 
月 

現地調査(3) 

マイメンシン 

Trishal Upazilaｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ候補地 

 
 

9 24 日 火 S/W,M/M 協議(4)  

10 25 日 水 S/W 及び M/M 署名 JICA 事務所報告、大使館報告  

11 26 日 木 ダッカ→バンコク    補足調査 

12 27 日 金 バンコク→成田    補足調査 

2 月 27 日～3 月 3 日 補足調査 

18 4 日 木     JICA 事務所報告

19 5 日 金     ダッカ→バンコク

20 6 日 土     バンコク→成田 
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１－４ 訪問先及び面会者 

 １－４－１ 訪問先及び面会者 

別添主要面会者リスト参照 

 

 １－４－２ 現地調査 

（1）2 月 20 日（金） 
タンガイル(Tangail)県 LGED 事務所を訪問。その後 Kalihati ウパジラ（郡）の堤防建設によ

る排水改良事業、Mirjapur ウパジラの排水路掘削によるたん水地の改良候補地を視察した。 
（2）2 月 22、23 日（日、月） 

マイメンシン(Mymensingh)県 LGED 事務所を訪問。その後 Haluaguat ウパジラ

の Boraghat Sub-project、 Fulobaria ウパジラの Boril beel Sub-project、 Trishal ウパジラ

の Dubarachara beel Sub-project をそれぞれ訪問した。 
現地視察に際しては、行く先々で数百人が待ち受けるという状況で、地元住民の期待の大き

さをうかがわせた。 
 

１－５ 協議の概要 

 地方自治農村開発協同組合省地方行政技術局（通称 LGED）総合水資源管理ユニット（IWMU
）を始めとする先方関係者と協議を行い、調査の範囲、内容等について合意するに至った。主な

合意事項については以下の通り（付属資料、S/W、M/M 参照）。 

 

１－５－１ 案件名 

「THE MASTER PLAN STUDY ON SMALL SCALE WATER RESOURCES DEVELOPMENT  
FOR POVERTY ALLEVIATION THROUGH EFFECTIVE USE OF SURFACE WATER IN   
GREATER MYMENSINGH OF BANGLADESH（バ国 大マイメンシン圏小規模水資源開発計

画調査）」とする。 

修正点及び理由：案件名に”Project”が入ることによりバ国政府内で、現在進行中の「小規模

水資源開発セクタープロジェクトフェーズ 2（SSWRDSP2）」と混同される恐れがあることか

ら、”Project”を削除し対象をSSWRDSP2 だけに限らないマスタープランとして位置づけた。

また、対象 6 県を指す名称として一般的であることからGREATER MYMENSINGH（大マイメ

ンシン圏）を加えた。 

 

１－５－２ 調査の目的 

調査の上位目標（Overall Goal）は安全で持続的な水資源管理を確実にし、農家の収入を向上

させることである。 

調査の目的は 

（1）大マイメンシン圏の小規模水資源開発のための効果的な表流水利用を含んだ戦略、優先プ

ログラム、今後の投資計画からなるマスタープランを作成する。 

（2）小規模水資源開発マスタープランの作成を通じてカウンターパートの能力を向上・強化す

る。 

原要請では DISTRICT WATER MANAGEMENT PLAN(DWMP)としていたものを 
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「MASTER LAN FOR SSWRD OF GREATER MYMENSINGH」と修正した。 

District Water Management Plan(DWMP) では水管理一般を指すものと理解される可能性が

ある。LGED の所掌範囲および今回の調査対象を明確に示すため小規模水資源開発（SSWRD
）を使用することとした。また、M/M で SSWRD とは国家水政策で規定されている 1,000ha
以下の受益地を有するプロジェクトあるいはサブプロジェクトについての調査、計画、事業

化および運営であることを確認した。 

 

１－５－３ 調査の範囲 

（1）情報収集、評価の単位を「Districts（県）」から「Sub-districts(Upazila：郡)」へ修正 

各種情報の単位は Upazila レベルであり、District レベルの評価を行うためには Upazila レベ

ルでの情報収集および評価が必要であることから作業として同じである。またプロジェクト形

成における行政の関わりの単位も Upazila レベルとなることから Upazila レベルで評価すること

とした。 

（2）マスタープランの計画年は 10 年とすることを M/M で確認した。 

（3）用語の定義 

ア．洪水対策 

バ国での理解として、排水と洪水対策は切り離せないことから「Flood Management」を追

加した。ただし、ここで扱う洪水対策の範囲については国家水法（National Water Policy）で

規定している範囲であり完全な洪水防御を示すものではないことを M/M で確認する事とした。 

イ．村落給水および砒素汚染 

「Rural Water Supply」および「Arsenic Mitigation」に関する戦略および優先プログラムにつ

いては既存の調査結果から導かれる勧告であることを M/M で確認した。 

ウ．組織強化 

「Institution Strengthening」については「Capacity Building」を含むものであることを M/M
で確認した。 

エ．プロジェクト評価ガイドライン 

「Guidelines for Project Assessment」は「Sub-projects」を評価するものであることを M/M で

確認した。 

オ．サブプロジェクト優先リスト 

Upazila から申請されるプロジェクトは LGED では一般的に Sub-project として表現されてい

ることから「Sub-projects」に名称を統一する。 

カ．アクションプラン 

「Action Plan」はサブプロジェクトの形成及び実施スケジュールを含む事業化計画である

ことを M/M で確認した。 

（4）協議の進め方 

ウパジラレベルのUpazila Development Coordination Committee(UDCC)、県レベルのDistrict 
Small Scale Water Resources Committee(DSWRC)、全国レベルのNational Level Workshopの各会

議にDraft Master Planを示し協議していくことが明らかにされた。 

また、これら会議開催費用についてJICA側での負担の要望が出されたため、JICA本部に伝え

ることをM/Mで確認した。 
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１－５－４ バングラデシュ政府負担事項 

（1）カウンターパート機関 

調整の内容によっては LGED だけでなく上位機関にあたる LGD による調整が必要になるた

め 、 他 機 関 と の 調 整 機 関 と し て 地 方 行 政 農 村 開 発 協 同 組 合 省 地 方 行 政 局 「

Local Government Division of Ministry of LGRD & Cooperatives 」を追加した。 

（2）事務所の提供について 

LGED が本部と各県事務所で事務室と電話回線を用意することを M/M で確認した。 

また、車、auto levels, GPS, digitizer, plotter, personal computer and laptop computer，laser  
   printer, multimedia projector, photocopy machine, scanner, air conditioner and office furniture 

を JICA 側で支援することを要請され、調査団は JICA 本部に伝えることを M/M で確認した。 

 

１－５－５ JICA 側負担事項 

先方からカウンターパートの日本を含む国外研修の要望があり、調査団は JICA 本部に伝える

ことを M/M で確認した。 

 

4



 

 主要面会者リスト 

 

バングラデシュ政府 

財務計画省経済関係局 ERD, Ministry of Finance and Planning  
Mr. Mahmudul Huq Bhuiyan Deputy Secretary 

地方行政農村開発組合省 地方行政局 LGD, Ministry of LGRD & Cooperatives 
Mr. Md. Abdullah Deputy Chief 
Mr.Sharful Alam Director General 

地方行政技術部 LGED 

Mr. Md Shahidul Hassan Chief Engineer 
Mr. Saroj Kumar Sarker Additional Chief Engineer 
Mr. Md.Nurul Islam Superintending Engineer, IWRMU 
Mr. Md. Wahidur Rahman Superintending Engineer, M & E 
Mr. Bashir Uddin Ahmed Project Director, SSWRDSP-2 
Mr. Md. Zahargir Alam Project Director, Low Cost Bridge 
Mr. Md. Ismail Hossain Project Director, Rubber Dam Project  
Mr. J.R. Rinfret Team Leader, SSWRDSP-2 
Mr. GM Akram Hossaim Deputy Team Leader, Project Consultant, SSWRDSP-2 
Mr. H. Werszuo Planning & Monitoring Advisor, ADTA Team, SSWRDSP-2 
Mr. M. Eklimur Reza Water Resources Planning Specialist, IWRMU 
Mr. M. Sultan Mahmud Khan WMA Management Specialist, IWRMU  
Mr. Md. Nurul Islam Sardar Team Leader, Japan Fund for Poverty Reduction 
Mr. Md. Habibur Rahman Executive Engineer, IWRMU 
Mr. Md. Jamal Uddin Executive Engineer (O&M), IWRMU 
Mr. Md. Shahidul Haque Executive Engineer (Planning & Design), SSWRDSP-2 
Mr. Niranjam Das Executive Engineer, Rubber Dam Project  

LGED タンガイル事務所 

Mr. Md. Annar Uddin Khan Executive Engineer, LGED Tangail 
Md. Shahidur Rahman Upazila Engineer, Kalihati 
Md. Azhardl Islam Assistant Engineer, SSWRDSP2 
Moltd Akramul Kabir Assistant Engineer,LGED Tangail 
Md. Humayun Kabir Materials Engineer, TIDP, LGED Tangail 

LGED マイメンシン事務所 

Md. Shahidur Rabaman Prawavik Executive Engineer, LGED Mymensingh 
Ak. Farbul Haqul Deputy Project Director RDP-21 Mymensingh 
D.L.Basak Executive Engineer (T), RDP-21 Mymensingh 
Md. Sohizab Ali Assistant Engineer (civil), LGED Mymensingh 
Md.Anwar Pervez Assistant Engineer (Lab), LGED Mymensingh 
 
 

5



 

6

Firoj Ahmed Assistant Engineer, SSWRDSP2 
Sheikh Jolayar  Socio-Economist, SSWRDSP2 
Md. Azhar Hossain Jr.Level: Water Resources Engineer 

LGED ガジプール事務所 

Kazi Mujibur Rahman Executive Engineer, LGED Gazipur 

 

アジア開発銀行(ADB) 
Mr. Hans G. Carlsson Head, Portfolio Management Unit (PMU) 
 
日本大使館 
堀口 松城  大使 
紀谷 昌彦  参事官 
木村 安邦  書記官 
柿沼 孝治  書記官 
 
JICA 専門家 
上潟口芳隆   LGED アドバイザー 
竹内 兼蔵  農村開発技術センタープロジェクト（リーダー） 
西野 徳康  同上（農村インフラ整備） 
清田 大作  同上（GIS） 
 
JICA バングラデシュ事務所 
坂本 隆  所長 
河崎 充良  次長 
小林 美弥子 所員 

Mr. Sayedul Arefin Deputy Director 
 

 



第２章 要請背景 

 

２－１ 要請の背景および経緯 

 ２―１―１ バングラデシュの自然特性 

  バングラデシュ国（以下「バ国」という）は、ガンジス河、ブラマプトラ河（ジャム

ナ河）、メグナ河が形成する巨大な沖積平野に位置し、国土の大半が標高 10m 以下の低

湿地である。また気象的な条件から雨期(6～10 月)と乾期（11～5 月）に明確に分かれて

おり、雨期には平野部の年間降雨量（1600～2300mm）の 80%が集中し、3 大河川から流

入する水と合わせて平年においても国土の約 20％が水没する。一方で乾期においては、

極端に表流水が不足するため、特に農村部における生活用水ならびに灌漑用水はその約 7
割を地下水に依存している。 

 

２－１－２ 農業の現状 

  バ国の１人当たり GDP は 370 ドル（2001 年世銀）で、後発開発途上国（LDC）に分類

される。全人口 1 億 3,000 万人の 35.6％がバ国貧困ライン以下での生活を強いられており、

特に農村部の貧困人口比率は 39.8％と都市部（14.3％）と比べ非常に高くなっている。

（95/96 年度世銀）。 

  バ国の農業が GDP に占める割合は 90 年度（38.9％）、2000 年度（18.4％）と年々低下

傾向にあるが、雇用に占める割合は 60％を超えている。また、耕地面積は 8,135ha（国土

面積の 3 分の 2）、農地利用率は 180％に達するなど基幹産業としての位置づけは変わら

ない。バ国の農業は穀物、特に稲作に特化しており、全農作物生産額に占める米の生産

額は 74％、小麦等が 5％である。米の生産の安定化は農村の貧困対策と合わせ、食糧安

全保障の観点からも極めて重要である。 

2001 年の経済白書によれば、バ国の食糧生産は総量で 2,490 万トンに達し、米も 2000
年には一時的に自給に達したと言われている。一方で小麦の生産は 191 万トン（1999 年）

で、50％強を輸入に頼っており、今後の人口増加や農業生産基盤の脆弱さ及び環境に負

荷のかかる生産手段（地下水灌漑等）への依存により、食糧の自給の維持は必ずしも楽

観出来ず、作物の多様化、農業生産基盤の整備、農民の参加意識やオーナーシップの醸

成、技術者や普及員の訓練等に一層の努力が求められる。 

 

２－１－３ 農業開発セクターにおける課題及び基本方針 

在バングラデシュ日本大使館、JICA 事務所、JBIC ダッカ駐在員事務所が 2003 年 7 月 1
日付けで作成し、バ国側に説明した「バングラデシュ国農村開発セクタープログラム」

は以下のとおり述べている。 

なお、全国小規模水資源開発計画調査は「所得・生産性の向上」がサブコンポーネン

トに位置づけられている。 
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＜課題＞ 

1.農村貧困の停滞：農村貧困削減の観点から、養鶏、アグロインダストリー、工業導入

などの農外雇用の促進及びマイクロクレジット等を通じた農村住民の所得の向上が期

待されている。 

2.食糧生産・持続的農業開発に対する認識不足：今後バ国民の所得の向上に伴い、米・

麦以外の農産物（野菜、果樹、動物性蛋白質）の需要の拡大が予測される。需要に応

じた国内農業の再編の観点から、バ国政府農業部門における適切な政策の立案・実施

が必要であるが、必ずしもバ国政府により問題意識が共有されていない。 

3.地方行政能力・住民エンパワメントの必要性：バ国の農村開発事業を地方自治体が独

自で行うことはほぼ皆無である。また、末端まで各省庁が住民にサービスを提供する

システムゆえに末端までサービスが行き届かないばかりか、住民のオーナーシップが

醸成されず事業の持続性が低くなる。 

4.政府実施機関・NGO・ドナー間の連携・調整不足：マイクロクレジットに代表される

多くの農村開発プログラムが政府、NGO、ドナーにより実施されてきたが、それに見

合った農村貧困削減の成果が得られていない。政府・NGO・ドナー間の調整及びそれ

に基づくリソースの戦略的な投入が重要である。 

＜基本方針＞ 

1.対策地域は既に我が国支援が行われているダンガイル県や大ファリドプール圏に注目

しつつ、バ国のモデルとなる展示性に優れた地域を優先実施する。 

2.主要コンポーネント：（農業生産の拡大、アグロインダストリーの促進、インフラ整備

等を通じ）マクロレベルで農村地域全体の底上げを図ること、（住民の参画機会の拡

大、貧困層の直接支援のための養鶏、マイクロクレジット等）ミクロレベルで貧困層

のエンパワメントに資する試みを行うことの 2 つを軸に「所得・生産性の向上」、「農

村地域インフラ整備」、「地方行政能力・住民エンパワメント」のサブコンポーネン

トに重点を置くこととする。 

 

２－１－４ 要請の経緯 

バ国政府は小規模水管理システムのリハビリと改善を目的として、ADB、IFAD、オラ

ンダから資金を得て小規模水資源開発セクタープロジェクト（Small Scale Water Resource 
Development Sector Project：SSWRDSP、1995～2002 年）により西部 37 県において 280 件

合計 165,000ha のサブプロジェクトを実施した。同プロジェクト終了時の評価ではプロジ

ェクトが強力な需要主導アプローチによって進められ明確な戦略的誘導のないまま現場

でサブプロジェクトの形成がおこなわれ、またサブプロジェクト対象地の関係者間の利

害関係調整が十分でなかったことから、実施機関である LGED および地方政府が早急に

県レベルの戦略とガイドラインを策定すべきとの指摘がなされた。 

この指摘を受け、LGED は小規模水資源開発に関する県毎のマスタープラン策定のた

め、わが国に対し協力を要請してきたが、全国を対象とすることは希望する調査期間で

は実施が困難であることから、LGED は協力要請対象を小規模水資源開発の可能性、貧困

度、首都からのアクセスなどの点から他地域のモデルとなる中北部の 6 県に絞込み、同

地域での経験を踏まえて残る各県のマスタープランを自ら策定していくこととした。 
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２－２ 先方関係機関概要 

 ２－２－１ 地方行政技術局（LGED） 

LGED の主要な役割は、農村部、都市部双方の地方政府機関に対し、技術支援を行うと

ともに、農村部・都市部における運輸通信網の整備、雇用の促進、貧困の削減に係るイ

ンフラ開発プロジェクトの計画から実施までを行うことと定められている。また、その

事業範囲は広範囲に渡っており、地方行政官・普及員等の訓練・研修の実施、貧困削減

事業、環境保全事業、洪水避難所の建設、地方道、橋、カルバート等運輸施設の建設、

市場施設等の建設、水セクターの運営管理の農業開発、役場（ユニオンコンプレックス）

や小学校等施設の建設、都市基盤整備等がある。 

職員数は 9,628 人でダッカの本部、全国 64 県（district）事務所および 465 ウパジラ事

務所に勤務し 70 件のプロジェクトを実施している。2002～2003 年度には約 342 百万米ド

ルの予算が計上されており、その内訳は地域開発および灌漑分野 55％、教育分野 15％、

給水および住宅計画分野 10％、維持管理 8％、総合食糧安全保障プログラム（IFSP）7％、

農業分野 3％、水資源分野 2％となっている。また、国際機関および援助機関からの資金

によるプロジェクトも数多く実施している。（数値は 2002 年 12 月現在） 

 

２－２－２ ウパジラ開発委員会 

ウパジラは中央省庁の事務所が所在する行政単位である。ウパジラ開発委員会（Upazila 
Development Coordination Committee：UDCC)は各行政機関職員とウパジラに属するユニオ

ンの代表（ユニオン議会議長）が参加し、各ユニオンからの申請を審議する場となる。 

 

２－２－３ バングラデシュ水資源庁（Bangladesh Water Development Board:BWDB） 

水資源省（Ministry of Water Resources）総局長を議長とする国家機関。水セクターの主

な実施機関として、大規模水資源開発プロジェクト（灌漑、排水改良、洪水防御、洪水

予報、河岸保護、市街地防御など）の実施および維持管理の役割を担っている。また、

県レベルの水資源計画、水文データおよび形態データの収集加配布の責任機関でもある。

国家水政策（National Water Policy:NWP）では LGED が 1,000ha 以下の小規模水資源開発

を担当するのに対し、BWDB は 1,000ha 超の表流水開発プロジェクトおよび洪水防御、排

水、灌漑事業を所管する。 

  

２－３ 関連事業の概要 

２－３－１ 小規模水資源開発セクタープロジェクト（フェーズⅠ、フェーズⅡ） 

LGEDは 1995年から 2002年まで小規模水管理システムのリハビリと改善を目的として

小規模水資源開発セクタープロジェクト（SSWRDSP）を西部 36 県を対象に行い、ADB、
IFAD、オランダの融資により 280 サブプロジェクトを実施した。これに引き続き 2003 年

から農業生産性向上を目的とした小規模水資源開発セクタープロジェクト・フェーズⅡ

（SSWRDSP-Ⅱ）を実施し、ADB、オランダの融資により 5 年間で全国 61 県において計

300 地区のサブプロジェクトを実施する予定である。SSWRDSP-2 は郡（ウパジラ）を基

本単位として行政村（ユニオン）毎に受益面積の下限を 50ha、上限を 1,000ha の小規模水

資源開発を行うものである。これらの計画は LGED のウパジラ担当官の支援により基本

的には受益者グループの提案により形成される。 
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SSWRDSP-2 の直接の目的は水門の建設や改修、ため池や排水路の掘削、堤防の建設や

改修を行うことにより、農業生産基盤を強化し、生産性の向上と生産物の販売輸送シス

テム等を総合的に強化していくことであるが、これらの事業を実施することにより、水

利組合や労働契約組合（LCS）による女性の参加、受益者負担による維持管理におけるオ

ーナーシップの醸成及び雇用による貧困の削減等の効果が期待される。 

 

２－３－２ 農村開発技術開発センター機能強化計画 

JBIC 融資により設立された農村開発技術センターにおいて LGED として統一的な技術

基準を取りまとめ LGED 事業への適用を図る JICA 技術協力プロジェクト。プロジェクト

期間は 2003 年 1 月から 2006 年 1 月。 

GIS、事業評価/モニタリング、農道維持管理、情報ネットワーク構築、研修を 5 重点

分野として設定している。 

 

２－３－３ 住民参加型農村開発行政支援計画 

地方行政と村落のリンクの強化を目的とした JICA 技術協力プロジェクト。プロジェク

ト期間は 2000 年 4 月から 2004 年 4 月。バ国農村開発公社（BRDB）が実施機関。 

タンガイル県カリハティ郡の 4 ユニオンをパイロット地区としてリンクモデル（農村

と農村開発行政機関を結ぶ制度的枠組み）の導入に取り組んでいる。 

 

２－３－４ 北部農村インフラ整備事業 

北部 13 県を対象とし、フィーダーB 道路（村落市場と幹線道路網をつなぐ道路）を整

備する JBIC 融資。1999 年 7 月 15 日に 6,593 百万円の借款契約に調印した。ADB、SIDA、

IFAD との協調融資であり、JBIC は対象 13 県のうち東部の 5 県（マイメンシン、シェル

プール、ジャマルプール、ネトラコナ、キショルゴンジ。いづれも本件開発調査対象県）

の道路ネットワークの整備、実施機関（LGED）の技術力及び維持管理能力向上のための

農村開発技術センターの設立、98 年夏の洪水被害を受けた道路の修復をおこなう。 

これら道路は洪水期の水位を基準に建設されるため、水管理の視点では堤防としての

利用可能性を有する。 



第３章 調査対象地域の現況 
 

３－１ 自然 

 調査対象地域はブラマトプトラ河とメグナ河に挟まれたバ国（以下「バ国」という）の

中北部に位置し対象 6 県合計 16,672km²（全国 147,570km²の 11.3％）、人口約 1,562 万人（全

人口 12,385 万人の 12.6％）である。 

対象地域の年間降雨量は 2,174mm（マイメンシン）。洪水の主たる原因は域内集中豪雨、

排水障害、氾濫水、排水不良であり、洪水パターンとしては大河川氾濫型、地域内水滞留

型と分類されている。また乾期にはもっとも水不足が深刻な南西部に次いで水不足となり、

乾期の地下水位低下も著しいとされている。（DDS：2002） 

 

３－２ 農村社会・地域経済 

 対象地域の人口密度は 937 人/km²で全国平均 839 人/km²を上回る。6 県に 58 ウパジラ 558
ユニオンが所在し、1 ユニオンあたりの平均面積は約 2,000ha、平均人口約 28,000 人となる。

一人当たり GDP は約 277 米ドルと全国平均 363 米ドルより低く、域内 GDP に占める各分

野の割合は農林業 27.1％、水産業 8.4％、工業 16.3％、サービス業 45％と全国平均に比較し

て農林業および水産業の占める割合が高く、工業の割合が低い。2000 年までの 4 年間の平

均 GDP 成長率で見るとジャマルプール、シェルプール、マイメンシンの各県で全国平均を

上回る一方でキショラガンジ、ネトラコナ、タンガイルの各県では全国平均を下回る。 

 対象地域の農村部の識字率は 27.7％から 36.9％の間、電化率は 7.6％から 20.0％の間、衛

生トイレ普及率は 12.4％から 33.86％の間となっており、タンガイル県の衛生トイレ普及率

を除けばすべて全国平均より低い。一方、土地所有家族の割合は 58.1％から 65.0％の間で、

全国平均より高い。 

 

３－２－１ 県（ディストリクト）マスタープランの内容について 

1995～2002 年に SSWRDP 第Ⅰフェーズが実施されたが、第Ⅰフェーズでは、ADB が

LGED に示した指針（PAM：Project Administration Memorandum）に基づいて、次の手順

でサブプロジェクト（SP）を選定した。①ユニオン議長名で上がってきた計画をウパジ

ラ技師（UE：Upazila Engineer）が検討、②これらをウパジラ開発調整会議（UDCC：Upazila 
Development Coordination Committee）にかけて承認を得る、③ダッカ LGED 事務所から派

遣された複数専門家調査団が調査、④コンサルタントが参加型農村迅速調査（PRA）や

F/S（Feasibility Study）を実施、⑤受益者間で WMA（Water Management Association）を結

成、⑥WMA から建設費用の一部を徴収。第Ⅰフェーズでコンサルタントとしてアジア開

発銀行（ADB）に雇われたカナダ人に話を聞いたところ、以上の一連のスクリーニング

過程で、多くの計画は姿を消していくから、最終的に SP として残る計画の数は自然と限

られてくるとのことであった。 

SSWRDP 第Ⅱフェーズは 2004 年に始まっており、実際には、今回 S/W 調査団が訪問

した二つの県（タンガイルとマイメンシン）では、県 MP 完成を待たずに、すでにいくつ

かの SP 候補選定が進んでいた。そして、これらの SP 候補の選定は、上記第Ⅰフェーズ

の SP 選定手順にしたがっており、これを裏付けるかのように、第Ⅰフェーズ終了と前後

して、2002 年 5 月には SSWRDP 第Ⅱフェーズ用指針とも言える PAM が、2002 年 11 月
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には第Ⅱフェーズのインセプションレポートが、2003 年 1 月には SSWRDP 第Ⅰフェーズ

の最終報告書がそれぞれすでに作成され、第Ⅱフェーズの枠組みは固まりつつある。 

一方で LGED は、県 MP 報告書の内容や、SP の優先順位決定基準、あるいは、SP の優

先順位リスト準備などには本格調査団の意見が反映されることを期待している。今回の

県 MP 作成は SSWRDSP-2 との関係では後付け的となるが、小規模水資源開発の計画策

定手順全体を見たときに、県 MP の作成が充分に意義のあることが理解されれば、

SSWRDP 第Ⅱフェーズさらにはそれ以降のフェーズにおいて、大マイメンシン地域の 6
県で示された県 MP 作成手順を見習って、バ国における他の地域の計画策定基準や手順が

決まることとなろう。  

以上のことも踏まえて、留意すべき事項を数点あげると、次のようになる。 

(1) 県 MP 作成に先立ってすでに SP 候補の選定が進んでおり、中にはコンサルタントに

よる PRA や F/S 実施が済んだ SP 候補もあった。このため、県 MP はこれらにある程

度配慮せねばならず、県 MP 報告書の内容である上記「①優先 SP をどのように決定

するかに関する戦略と基準の準備、②SP 評価指針の準備、③SP の優先順位リスト準

備、④実施計画準備」の検討の際に検討の進んだ SP に配慮しつつも，それら SP の

みに囚われないようにする必要があること。 

(2) S/W 文章のタイトルでは、「大マイメンシンにおける（中略）小規模水資源開発に関

する MP 調査（The Master Plan Study on Small Scale Water Resources Development in 
Greater Mymensingh）」となっている。水資源開発全般に関する県 MP は、バングラデ

シュ水資源開発公社（BWDB：Bangladesh Water Development Board）が作成すること

となっており、今回の県 MP との内容を整合させる必要があるため、BWDB からの

情報収集や意見交換が本格調査でも必要になろう。 

(3) SSWRDP 第Ⅰフェーズ関与者の中には、「第Ⅰフェーズでは、県レベルの MP を作成

する必要はなかったし、ユニオンからウパジラに上程された計画に優先順位付けを

する必要もなかった」という意見を持つ人も若干ではあるがいるようである。本格

調査団は、第Ⅰフェーズの結果や反省点などをレビューし、さらにドナー側（ADB
とオランダ国）の意向も聞きながら、調査をすすめる必要がある 

 

３－２－２ SP（サブプロジェクト）候補間の優先順位付け基準について 

（1）SP 候補間の優先順位付け 

  「SP 候補に優先順位付けをする」のも本格調査団の業務内容の一つである。少なくと

も、タンガイル県とマイメンシン県では、SP 選定手続きがすでに進んでいる。現時点で、

ユニオン議長からウパジラ技師に上程され、ウパジラ開発調整会議で了承された SP 候補

数は、タンガイル県で 21 件、マイメンシン県で 81 件に上る。SSWRDP 第Ⅱフェーズで

は、61 県内に 300 件の SP を設立する予定であるから、平均すると各県に約 5 件の SP が

設立されることになる。 

本格調査団の任期は 17 カ月間であり、準備段階なども考慮すると、実地視察できるの

は雨季一回と乾季一回に限られるだろう。この日程では、ウパジラ開発調整会議で了承

された SP 候補（タンガイル県 21、マイメンシン県 81）について検討を加えるのがせい

ぜいであり、新たに踏査などを行いながら、潜在的な SP 候補を洗い出すことはまず無理
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といえる（注）。 

しかし、いずれにしても、ユニオンから上程され、ウパジラ技師やウパジラ開発調整

会議といった初期のスクリーニング過程を経た過程で SP候補に優先順位付けを行うこと

は難しい。第Ⅰフェーズの SP 選定手順に従えば、PRA や F/S に伴う内部収益率の計算と

いった量的な評価の結果を待たなければ、SP 候補に優先順位付けを行うことができない

からである。だからといって、本格調査が初期のスクリーニング過程を経た SP 候補すべ

てに PRA と F/S を実施することは、時間的にも費用的にも難しい。また、LGED は後に、

SSWRDP 第Ⅱフェーズで本格調査が担当する 6 県以外に対象を広げるときに、本格調査

の県 MP 策定手法を参考にする可能性が高いが、この手法が高価で時間を要するものであ

れば、LGED がこれを模倣することは非現実的になる。PRA や F/S は一般に現地コンサ

ルタントに委託するため、かなりの費用を必要とするからである。 

  日本など先進国のやり方に従えば、下位の行政などが提出した案件をその上位の行政

が適当な基準に基づいて優先順位付けし、さらにその上位の行政に提出するのが一般で

あろう。しかし、バ国などの途上国ではこの方法をとることが難しい。その理由を一言

で言えば、行政能力がないからということになろう。仮に、少ない予算や人員、あるい

はあいまいな評価基準や評価方法などをクリアして下位の行政から優先案件が上がって

きたとしても、資金を提供するドナーにしてみれば、「評価基準や評価方法が甘く、是

認できない」ということになりかねない。それでは、現実的に、ウパジラ技師やウパジ

ラ開発調整会議といった初期のスクリーニング過程を経た段階で SP候補に優先順位付け

を行う方法あるいは基準として、どのようなものが考えられようか。 

この方法として考えられるのは、第一に、貧困度（Poverty Index）などの社会的指標や、

乾季灌漑源が確保され、乾季ボロ稲が栽培可能かどうか（注）といった経済的指標を用いて

ウパジラを評価分類し、この評価基準に基づいてウパジラに優先順位を付けていく方法

である。もちろん、社会的指標が低かったり、あるいは、乾季灌漑水源不足のために乾

季ボロ稲栽培が難しい地区の優先度が高くなることになる。これら社会的・経済的指標

については、おそらく、他のプロジェクトや学術的研究で適切な指標の同定やその指標

が適用できる地区を求める方法などがすでに確立していると思われるため、これらを適

宜適用すれば良いのではないか。第二の方法として考えられるのは、SP 候補自体に優先

順位を付けていく方法である。この方法を次項以降に述べる。 

（2）小規模水資源開発技術の類型化 

  事前調査のフィールド調査で、タンガイルとマイメンシン県において視察した            

                                                  
（注） 潜在的な SP 候補を現地コンサルタントに選ばせるという選択もあるかもしれない。しかし、

すぐ後に書いたように、いずれにしてもこの段階で SP 候補ごとに PRA や F/S を実施するのは難

しいから、現地コンサルタントが現場を見ても、「SP 候補として良いかもしれない」程度しかわ

からないだろう。むしろ、現地コンサルタントを多用することは、農村コミュニティや地方行政

のいわゆるキャパシティ・ビルディングを阻害する結果になりかねない。そうであれば、むしろ

ユニオン議長などを県 LGED トレーニングセンターに招待し、小規模水資源開発に関する研修

に参加させる方法もありえよう。 
（注） 乾季灌漑水源が確保されているかどうかは、ウパジラ全域にまたがる問題ではなく、高々

数村（グラム）程度の広さに関わる問題であるため、ウパジラに優先度を付ける判断基準という

よりは、ウパジラ技師やウパジラ開発調整会議といった初期のスクリーニング過程を経た SP 候

補に優先順位付けを行う基準とした方が良いだろう。 
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SSWRDP-2 の SP 候補の数は 5 件であった（タンガイル 2 件、マイメンシン 3 件）。簡単

にそれらの性格を述べると表 3-2-1 のようになる。 

今回、調査団が視察した SP 候補は、洪水調節（Flood Management）型、排水改良型、

水資源開発（乾季貯水灌漑）型の三種類に大きく分類される。 

 

表 3-2-1 調査団が視察した SP 候補の特徴 

県名 SP 候補名 
計画地

面積 
技術類型 

LGED のインフラ

建設項目 

LGED の調査

進行度 

Ratanganj-Gandhina 
406ha 洪水調節型 

S.G.、水路浚渫、

道路（堤防）補修 

F/S、PRA 済 

タンガ

イル Guza beel 
？ 排水改良型 

S.G.、水路浚渫 ユニオン議長

の要請書のみ

Buroghat river 
rubber dam 776ha 

水資源開発

（乾季貯水灌

漑）型 

ラバーダム PRA 済 

Boril beel 
800ha 

排水改良＋洪

水調節型 

S.G.、水路浚渫、

道路（堤防）補修 

PRA 済 
マイメ

ンシン 

Dubrachara beel 
700ha 洪水調節型 

S.G.、水路浚渫、

道路（堤防）補修 

ユニオン議長

の要請書のみ

注：S.G.とは、スルースゲート。 

また、SSWRDP 第Ⅰフェーズ（1995～2002 年）で実施された SP もほぼ上記三つの型に

分類されている(注）。それぞれの技術類型が持つ特徴は大まかに次のとおりである。 

○ 洪水調節型：村道などの高みを堤防にし、計画地内外を貫通する水路に S.G.（スルース

ゲート）を設置する。これにより、①従来、乾季ボロ稲が小雨季の氾濫水（いわゆる flush 
flood）で湛水害を被っていた地区では、小雨季の初めに S.G.を閉じて、河川氾濫水の堤

内浸入を防ぎ、乾季ボロ稲を守る、②雨季の初めに S.G.を閉じて、河川氾濫水が堤内に

浸入するのを防ぎ、雨季アマン稲の移植期における堤内湛水位を最小限にすることで、

堤内のより多くの中位地もしくは高位地で移植アマン稲などの栽培を可能にする技術。 

○ 排水改良型：水路に土砂が堆積して湿地の排水が難しく、乾季でさえ湿地における乾季

ボロ稲栽培が不可能な地区において、水路の浚渫を行うとともに水路の末端に S.G.を設

置して、小雨季もしくは雨季の氾濫水の浸入を抑制したり、あるいは乾季の排水を促進

することで、乾季ボロ稲栽培を可能にする技術。 

                                                  
(注）2001 年 6 月の SSWRDSP-2 に関する ADB 理事会報告書では小規模水資源開発プロジェクト

で取り上げるインフラ整備のタイプを次のように分けている。 

1.洪水調節（Flood management） 

2.排水改良（Drainage improvement） 

3.水資源開発（Water conservation） 

4.コマンドエリア開発（Command area development） 
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○ 水資源開発（乾季貯水灌漑）型：これまで、低揚程ポンプ、浅井戸、深井戸のいずれの

方法によっても乾季灌漑が不可能であった地区において、河川や池などの安定した一次

水源から受益地に延びる水路を浚渫あるいは掘削し、一次水源から低揚程ポンプ、フロ

ーティングポンプ、ラバーダムなどの方法によって水路に安定した水量を一旦確保し、

ここから再度、重力もしくは低揚程ポンプを用いて受益地に灌漑して乾季ボロ稲を栽培

する技術。 

 

（3）小規模水資源開発技術間の優先順位付け 

   それでは、SP 候補間でどのようにして優先順位付けを行っていくかであるが、これに

先立って、上記技術類型について、①O&M（Operation & Maintenance）、②淡水漁業への

損失、③関係者間の利害対立の三点について検討を加えることが必要であろう。以下で

はこのうち、O&M と淡水漁業への損失の二点に言及する。 

ア．O&M について 

SSWRDP 第Ⅰフェーズの規定によれば、SP の初期投資額のうち、土工作業（水路浚渫、

道路新設または補修など）費用の 3％と、その他インフラ建設（S.G.設置、ラバーダムな

ど）費用の 2％を受益者が支払い、これを銀行に預金した後、1 年目の O&M 費用に充て

ることになっている。さらに、S.G.のような特殊構造物は LGED が継続的に O&M を行う

が、堤防の役割を果たす道路の補修や、水路浚渫などの O&M は、まず受益地の農民間で

水利組織（WMA：Water Management Association）を結成し、この水利組織が O&M に責

任を負うことが決められている。 

図 3-2-1 表流水を灌漑源とする乾季ボロ稲用

洪水調節型の場合、LGED が関与す

る土工作業とインフラ建設は、S.G.
設置、水路浚渫、道路（堤防）新設

または補修といった項目である。同

様に、排水改良型の場合、S.G.設置と

水路浚渫である。水資源開発（乾季

貯水灌漑）型の場合、ラバーダムと

水路浚渫といった項目が含まれる。

これらの構造物の O＆M は実際には

どのようにして行われるであろう

か。 

最初に、水資源開発（乾季貯水灌

漑）型について概観してみる。後の

理解のために、まず、ポンプ（表流

水、浅井戸、深井戸）を用いた乾季   

ボロ稲栽培用の給水について説明する。図 3-2-1 に概念図を示す。各ポンプが給水する受

益地の面積は 15～30ha である。ポンプによる給水とその O&M の仕組みについて説明す

ると次のようになる。 

元来、バングラデシュ農村の農業活動は、個人経営と政府経営のいずれかであり、農

民が共同で行う活動はない。乾季ボロ稲栽培用のポンプ給水は、ポンプを購入した農民

が同時に、給水路の造成やガソリン（もしくは電化）の調達、O&M もすべて行って農民
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に給水というサービスを提供するビジネスの形をとる。ボロ稲を栽培する数十～百数十

人の受益農民からは、栽培面積に応じて、水代を徴収する。このようにして、ポンプ給

水ビジネスを行う農民は、一期間に数千 taka(現地通貨)の利益を得る。 

  図 2 は、一次水源である河川から分岐した水路の口を乾季に盛土して塞ぎ、この盛土

の上に低揚程ポンプ（Low Lift Pump）を数台設置して、河川水を一旦水路に揚水し、こ

の水路から再び低揚程ポンプで各自

のポンプ受益地に揚水する技術であ

る。この技術は、ダブルリフトとも呼

ばれ、バングラデシュ各地で見られ

る。これは元々、行政からの資金・技

術援助を借りずに、農民が独自に開発

した技術と考えられる。図 3-2-2 は従

来、乾季には、農地 A と B のみに低

揚程ポンプで水路から揚水して乾季

ボロ稲栽培をしていた。水路は滞砂が

進んでいたため、乾季に河川の水は A
と B に給水可能な程度しか届かなか

った。ところが後に、C、D、E に農地

を持つ農民が協議して、水路を浚渫

し、ダブルリフト技術を導入して、乾

季ボロ稲栽培を試みた。農地 C、D、E
には農民 C’、D’、E’氏が所有する低揚程ポンプが設置された。この場合、ダブルリフト

技術を可能にするためには、①水路の口の盛土、②水路の口に設置する数台の低揚程ポ

ンプ、③水路の浚渫といった初期投資およびその後の O&M 費用が必要となるが、これら

はすべて、農民 C’、D’、E’氏が負担する。もし、LGED がこのダブルリフト技術を促進

するのであれば、初期投資の水路浚渫のみに対して資金援助すれば、それ以外の初期投

資費用と、その後の O&M 費用はすべて、ポンプ所有者が負担することになる。ラバーダ

ムを用いて河川貯水する場合、ラバーダムのような特殊構造物の O&M 費用は LGED が

負担するが、その他の水路浚渫などの費用は、同様に、すべてポンプ所有者が負担する

ことで受益地の農民は合意するであろう。ラバーダムによって河川を堰き止めてその上

流部に貯水する方法も、基本的にダブルリフト技術と同じ仕組みの技術である。 

図 3-2-2 ダブルリフト技術を用いた乾季

ボロ稲栽培 

一方、洪水調節型の場合はどうか。SSWRDP 第Ⅰフェーズでは、道路補修や水路の浚

渫などの O&M が水利組織によって実際にどのように行われたかを、LGED の行政官に質

問したが、「第Ⅰフェーズが終了してから未だ数年しか経っておらず、その成果につい

ては未だにモニタリング中であり、答えられない」との回答が帰ってきた。 

事前調査団は SSWRDP 第Ⅰフェーズを視察する機会がなかったため、確実なことは言

えないが、2001 年 11 月に視察する機会を得た（注）バ国南西部のバゲルハット県に位置す
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（注）向井史郎 
（注）マスカタ水路計画の受益地面積は 1947ha であり、1999 年に施行された国家水政策（National 
Water Policy）の区分では中規模水資源開発プロジェクトに区分される。マスカタ水路計画は、



るマスカタ水路計画（Maskata Khal Sub-Project）の例を引用したい。同計画は、LGED が

主催する SSWRDP として 1994 年に計画が始まり、2000 年に完成した。総工費は、2 千 4
百万 taka（60 万米ドル当時）であった（注）。同計画は水資源開発（氾濫水管理）型＋排

水改良型に分類されるが、同時に、同計画はガンジス潮汐氾濫原に位置していたため、

ガンジス湾から遡上する塩水の侵入を防ぐ目的を持っていた。1995 年には、住民代表か

ら構成されるマスカタ水路計画水管理協同組織（Maskata Khal Water Management 
Cooperative Association）が結成された。12 人の代表から成り、受益地内の四つのユニオ

ン議長が顧問役をつとめる。同組織は、①計画地の西側を流れ、計画排水地となるパス

ール川における養魚業者の決定、②パスール川上流端の主取水排水調整門の開閉、③計

画地内の政府所有地耕作農家の決定、④水利費の徴収などに責任を負う。 

マスカタ水路計画の年間維持管理費は約 40 万 taka と見積られた[LGED 1994]。当時の

規定では、このうち 2%（すなわち 8,000taka）が受益者負担となっていた。また、SSWRDP
第Ⅰフェーズの規則とは異なり、建設後 2 年目以降も、受益農民は O&M 費用の受益者負

担金を支払い続けなければならなかった。40taka/acre の受益者負担金を受益者が完済し

たことを確認してマスカタ水路計画の工事が始まったが、工事完成後の 2001 年に、年間

維持管理費の一部の受益者負担（80taka/acre）が適用されるにあたって、未だに 200 世帯

程度（約 1 割）からしか水利費を徴収できていない。 

バ国においては 1970 年代以来これまで、村と村を結ぶ道路の補修や水路浚渫は、米国

の NGO である CARE の財政支援によりユニオン議会の監督のもとで進められてきた。ま

た、近年では、ユニオングラントと呼ばれる中央政府からユニオンへの交付金によって

実施される場合が多い。いずれにしても、資金はドナーあるいは中央政府の補助金であ

り、住民が負担する例はほぼ皆無であった。 

洪水調節型の場合、輪中堤とスルースゲートを組み合わせて乾季ボロ稲の冠水害を防

いだり、雨季に堤内で改良種アマン稲を栽培したりする計画は、あくまで政府がインフ

ラ整備を進める前提に立って実施されるものであり、ここに個人のビジネスが介入する

余地はない。個人がビジネスする場合、その O&M 費用はその企業主がすべて負担する。

ところが、インフラ整備は政府の仕事であり、その O&M 費用も政府が出して当然という

理屈になる。 

排水改良型は、乾季ボロ稲栽培を促進する計画である。水路が浚渫されて排水が改良

され、低揚程ポンプ（近くを河川が流れている）あるいは浅・深井戸給水を用いてそれ

ぞれのポンプの受益地に給水し、乾季ボロ稲が栽培されるようになれば、水資源開発（乾

季貯水灌漑）型と同様に、これらポンプの所有者が水路浚渫の O&M 費用は負担すること

が考えられる。S.G.の O&M 費用は LGED が負担する。 

このようにして見ると、SP は O&M 費用負担の観点から、「インフラ整備のみが SP 対

象地の技術改良の主体になる」計画と、「個人が SP のインフラ整備を利用してビジネス

する」計画の二つに分類できる。そして、洪水調節型のほとんどは、前者に属し、水資

源開発（乾季貯水灌漑）型と排水改良型は後者に属する。 

                                                                                                                                                  
国家水政策施行前の 1994 年に計画されたため、現在の規則とは異なり、LGED が中規模水資源

開発プロジェクトをも担当したものと思われる。 
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水利組合の設立や、初期投資資金の受益者一部負担は、バ国政府の政策として NWP お

よび NWMP に掲げられている。しかし、最初から無理なことを指針にしても仕方がない。

インフラ整備のみが SP 対象地の技術改良の主体になるような計画の場合（すなわち、個

人がビジネスをするかたちが介在しない場合）、上に述べた考察から、バングラデシュ

社会では、堤防修理や水路浚渫などの O&M 費用負担を受益者に求めることには依然とし

て無理があるように思える。政府および ADB などのドナーがどうしても O&M 費用の全

面的受益者負担に固執するのであれば、洪水調節型計画に関わる SP は優先順位を低くす

るなどの配慮が必要となる。逆に、乾季のポンプを用いて行うボロ稲栽培は、O&M 費用

を全面的に受益者負担（実際に O&M 費用を負担するのはポンプ所有者）にしても構わな

い。 

イ．淡水漁業への損失 

バ国全体の開水域における漁獲量の試算によれば、開水域の一部が灌漑排水計画の受

益地となるなどの理由で閉水域となった場合、この閉水域 1ha 当たりの漁獲量の損失は毎

年 37kg となり、さらにその地区が氾濫しなくなることにより魚の生育面積が減少し、他

地区に及ぼす影響まで考慮すると、同じく損失は 1ha 当たり毎年 55kg となる。魚の種類

により市場価格差があるが、ルイ（Labeo ruhita）やカトル（Katla buchanani）といった村

びとに人気のある淡水魚の場合、販売価格は 50taka/kg となり、先の試算に従えば、雨季

に河川の氾濫水位が 1.5mほどにも達する地区での漁獲高は 1,850taka/ha（37kg/haの場合）、

2,750taka/ha（55kg/ha の場合）となる。 

具体的にこれは洪水防御・灌漑排水計画の内部収益率に反映される。例えば、洪水対

策計画（FAP：Flood Action Plan）12 の最終報告書は、国内の 18 の洪水防御・灌漑排水計

画について評価を行っているが[FAP12 1992]、いくつかの計画では、淡水漁業への損失

が耕種業の年収増を上回るか、利害を相殺する結果になっている。チョロンビール輪中

計画（Chalan Beel Polder Project）では、耕種業の年収増 698taka/ha に対して淡水漁業への

損失は 10,281 taka/ha（内部収益率はマイナス値）、メグナ－ダナゴダ灌漑計画では同じ

く 20,860 taka/ha の年収増に対して損失が 8,340taka/ha（内部収益率は 7％）と、18 位か

ら 10 位までの 18 計画中 9 計画が主にこの理由で内部収益率を 10％以下にとどめている。 

  受益地面積 1,000ha 以下の小規模灌漑排水計画の場合、淡水漁業の損失を内部収益率に

反映する手法は現在のところ未確認である。なお、この点について、SSWRDP 第Ⅰフェ

ーズに関与したコンサルタントに話を聞いた結果、「サブプロジェクトごとに事情が異な

るため、一般的なことは言えないが、淡水漁業については、計画地内の養魚を振興する

ようにしている」との回答であった。 

  以上、（1）O&M、（2）淡水漁業への損失、（3）関係者間の利害対立のうち、（2）

と（3）については、個々のサブプロジェクト候補ごとに条件が異なるから、PRA や F/S
を実施してその都度判断するしかない。しかし、これらに加えて次の 2 点を考慮すれば、

水資源開発（乾季貯水灌漑）型と排水改良型により高い優先順位が付けられるべきであ

ると考えることができる。それは、第 1 に、乾季貯水灌漑型と排水改良型はいずれも乾

季ボロ稲栽培がこれまで不可能であった地区において、新たに同稲栽培の実現を図る計

画であること。第 2 に、（1）の考察点について見た場合、水資源開発（乾季貯水灌漑）

型と排水改良型の O&M 費用負担の形に前例があり、比較的費用負担者の所在が明らかで

あるのに対して、洪水調節型の場合、O&M 費用負担者が不明確であることである。 

 18



３－２－３ SP の計画と実施に関わる実施体制について 

バ国の村落構成と行政区画を図 3-2-3 に示す。 

     

図 3-2-3 バングラデシュ国村落構成と行政区画 

  行政区画  国内の数  平均人口       村落構成                    グラム内の数 

ディビジョ

ン 

      4   2,800 万     グラム  いわゆる「村」 

     

ディストリ

クト 

     64    170 万   ショマジュ  自生村（自然村）  1～5 

     

  ウパジラ     492     22 万      バリ  屋敷地共住集団   10～60 
            

  ユニオン    4401   2 万 5,000   グシュティ  同じバリ内に     15～100 
                                           住む父方の親族 

   グラム   6 万 315   1,800           

   

   ここで、本件調査にとって重要なのは、村落構成ではグラム、行政区画ではユニオン、

ウパジラ、県である。ユニオンの面積は平均約 2,000ha であり、一方、SP の受益地面積

は 1,000ha 以下であるから、SP はほぼ 1 つのユニオンに収まる面積を持つ。 

現在、県LGED事務所が SP候補として持っている計画はすべてユニオン議長を通じて、

ウパジラに上程されたものである。また、調査団がタンガイル県とマイメンシン県の SP
候補地を訪問した際には、どの場合にも、ユニオン議長が視察団の質問に対応し、住民

や農業普及員ら末端フィールド職員などが集まる集会で演説などをした。このことから、

次の三点が浮き彫りになる。 

① 小規模水資源開発は複数のグラムにまたがる計画であっても、その合意形成はユニオ

ン、中でも、ユニオン議長を中心に成されること。 

② フィールド調査した 5 つの事例の場合、小規模水資源開発はいずれも 1 つのユニオン

に収まる計画であること（つまり、複数のユニオンにまたがらないこと）。 

③ SSWRDP 第 1 フェーズでは、グラム→ユニオン→ウパジラ→県→中央 LGED→県→ウ

パジラという計画の道筋があった。この過程の中で、MP 作成に最も関与の深いグラ

ム→ユニオン→ウパジラの過程には住民参加による合意形成のかたちが良く機能し

ているように見えること。 

このため、今後、SP 候補を新たに発掘する際には、以下の諸点に留意する必要があろ

う。 

① ユニオンからウパジラに上程された計画は、住民参加型合意形成の過程を経ているた

め、これらの計画を基に調査を開始することが適切であると思われる。これは、本格

調査団の手間を大きく省くことにつながる。 

② ユニオン議長に PRA 調査の実施の了解を得れば、調査の手間はさらに省ける。 

③ SP に関して何らかの問題が生じた際に、ユニオン議長を中心に問題解決への方法を
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探ることができる。 

④ SP のデザインを模索する過程で受益者との話し合いが必要になるが、この場に、ユ

ニオン議長を交えた場合、関係者への説明あるいは合意が円滑に進むものと思われる。 

ただし、ここには同時に、次のような懸念もうかがえる。 

① SP はいずれも稲作や養魚などの生産増を目的としたものである。一方、LGED 職員は

これらの分野には詳しくない。また、彼らの出先はウパジラにしかないため、定期的

に村に通うことが難しい。このため、農業普及員や漁業指導員などユニオンレベルの

末端フィールド職員との連携が必要となる。縦割りの行政機構の下で、彼らとの調整

が不十分になる可能性がある。 

② ユニオン議長は、地域の名士であり、悪く言えば、地域のボスである。彼の意向の下

に、少数者の反対意見が抹殺されたり、技術的に無理なデザインが計画される可能性

がある。 

以上の懸念を解消するためには、以下の手法が考えられる。 

① 現在、SP の住民側組織としては、受益地の農民から構成される水利組織 WMA がある

のみである。この他に、ユニオン議長と、ユニオンレベルの末端フィールド職員、そ

の他関係者を交えた SP 委員会（仮称）をユニオンレベルに設立する。この SP 委員会

で、PRA 調査、SP のデザインに関する協議、SP として了承された後の農業・漁業普

及計画の策定と実施、WMA との意見調整などを行う（注）。この SP 委員会の構成として、

タンガイル県カリハティタナで実施されている PRDP プロジェクトのユニオン協議会

が参考になる。 

② 現在、ユニオンからの要望をウパジラ技師に提出する際には、ユニオン議長名で SP
の性格などを一定様式の書類に記入しなければならない。この書類の記入事項を改良

して、少なくとも関係分野の末端フィールド職員（農業普及員、漁業普及員など）が

SP に関するコメントとサインを書く欄を付け加える。 

③ SP 委員会の協議の場に、様々な立場の人が加わることで、情報公開にもつながり、少

数反対者の意見もこの場に反映されやすくなるものと考える。 

④ 本格調査団が代表的なユニオンやウパジラにおいて PRA 調査を実施する場合、少数者

の反対意見にも十分に留意する必要がある。 

 

３－３ 農業 

 対象地域は農地利用率約 190％、耕作面積のうち稲作が 61.0％（全国平均 53.6％）を占め、

稲作面積のうち乾期のボロ作が約 52％（全国平均約 21％）を占める。稲作とりわけボロ作

への偏重が特徴的である。 

 現地踏査時はボロ稲の作付け期であったことも理由と考えられるが、何人かの農民にヒ

                                                  
（注） ウパジラ LGED 事務所から県 LGED 事務所へ案件が提出される際にも、同様の手続きが必

要であろう。しかし、調査団が LGED 職員に聞いたところによると、LGED ウパジラ職員が SP
のサイトを訪問して事前 F/S 調査などを実施する際に、ウパジラレベルの農業省出先職員や漁業

省出先職員を同行させる規則があり、実際に、これに従ってフィールド調査を行っているとの回

答があった。しかし、ウパジラレベルの農業省出先職員や漁業省出先職員は、中央政府の派遣職

員であり、他県出身者であることが多く、3 年ごとに配転するため、地域の事情にあまり詳しく

ないことから、本当にこれが実施されているとしても、実効に薄いものと思われる。 
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アリングしたところでは、「排水改良によりボロ作可能面積を広げたい」「収穫期の水位

上昇による冠水を避け、ボロ作の収穫を確実にしたい」などのコメントを聞くことができ

た。 

本調査の上位目標は安全で持続的な水資源管理を確実にし、農家収入を向上することで

ある。上記のような水のコントロールの改善により稲の増産を図ることが主な要素となる

が、適合品種の導入や施肥など営農面の改善による増産の可能性も同様に検討すべきであ

ろう。 

また、稲以外の農作物や養魚なども重要な収入源であることに注意する必要がある。特

に対象地域の GDP によれば水産分野が 8.4％を占めており、中でもキショラガンジ、マイ

メンシン、ネトラコナの各県では 10％を超えているなど重要な産業となっている。 

 

３－４ 灌漑・排水 

 ３－４－１ 土地利用、用排水系統等 

  現況の土地利用状況（例えば、河川、ため池、道路、鉄道、行政界、主要行政施設等）

の情報は LGED の所有する Upazila 単位の Base-map（縮尺 5 万分の 1）が存在し、現在

GIS が整備されつつある。本格調査ではこれを基礎に調査を行うこととなる。もととなっ

た基図は 60 年代に作成され、LGED は随時衛星情報や現地測量にて更新を行っている。

なお、Base-map には標高情報は記載されていない。 

  現況が 60 年代の Base-map と大きく変化していると想定されるものは、河川、道路、

ため池等が考えられる。効率的な現状把握には、調査期間と調査金額を踏まえ、衛星情

報（インドの人工衛星 IRS によれば、およそ 6m 単位の解像度で、1 県 1 枚程度、6 県で

300 万円程度）による図化の可能性の検証が求められる。なお、JICA 専門家の携行機材

として GPS を購入しており、これと連携した地図の更新も可能と聞いている。なお、技

術協力プロジェクト「農村開発技術センター機能強化計画（RDCE）」において衛星情報

をもとに基図を作成しており、実施において参考となる。 

 

３－４－２ 灌漑・排水 

(1) 灌漑農業の歴史 

灌漑農業は、1960 年代から導入・普及したディーゼルエンジン駆動の低揚程ポンプ

(LLP)に始まるが、それまでは乾期にも水のある低地や川の周辺で伝統的な人力揚水機

（ドーンやスイングバスケット）による乾期ボロ作のための灌漑がわずかに行われてい

たに過ぎず、1950 年代末での灌漑率は 0.4％程度であった。60 年代に入ると、人口の増

加に伴い食糧増産が急務となり、乾期の稲作を対象とした灌漑を主に低揚程ポンプ

(LLP)が急速に普及した。LLP の普及と重なり 1960 年代初めから 80 年代初めにかけて、

大規模灌漑システム(2,000ha 以上の規模)の開発が行われるようになり、1997/98 年度ま

でに全国で 299,000ha が完成している。乾期における地表水利用には限界があり、70 年

代前半から徐々に STW が普及しだし、80 年代前半には STW を中心とする地下水灌漑が

急速に発展した。その後政府の規制措置により、STW の普及が一時停滞したが、1987
年、88 年の大洪水後、政府は乾期作ボロ稲の生産を高める必要に迫られ、STW、LLP 用

のディーゼルエンジンの関税を撤廃するともに、民間業者による灌漑設備の輸入・販売
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を自由化するなどさまざまな規制緩和による灌漑促進政策をとったことにより再び

STW 普及が活性化した。SWT の普及はその後もさらに延び、1997/98 年度に全国の灌漑

面積は、380 万 ha と耕地面積の 48％を越えるに至り、内 71％が地下水灌漑であると推

計されている（表 3-4-1 灌漑面積と灌漑率、図 3-4-1 耕地面積と灌漑率、表 3-4-2 方

法別灌漑地面積(1997/98)、図 3-4-2 方法別換地面積比率参照）。 

 

年度 耕地面
1975/76
1980/80
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：BBS: Statisti
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表 3-4-1 灌漑面積と灌漑率 

積(千ha) 灌漑地面積(千ha) 灌漑率 増加率
8,485 1,407 16.6%
8,562 1,639 19.1% 16.5%
8,584 1,726 20.1% 5.3%
8,610 1,848 21.5% 7.1%
8,651 1,920 22.2% 3.9%
8,641 2,072 24.0% 7.9%
8,766 2,097 23.9% 1.2%
8,854 2,199 24.8% 4.9%
8,287 2,347 28.3% 6.7%
8,153 2,737 33.6% 16.6%
8,350 2,936 35.2% 7.3%
8,174 3,027 37.0% 3.1%
7,979 3,229 40.5% 6.7%
7,858 3,252 41.4% 0.7%
7,725 3,288 42.6% 1.1%
7,743 3,428 44.3% 4.3%
7,803 3,552 45.5% 3.6%
7,851 3,692 47.0% 3.9%
7,968 3,850 48.3% 4.3%
7,989 3,985 49.9% 3.5%
8,134 4,186 51.5% 5.0%

cal Yearbook of Bangladesh 1991/1993/1997/2000 
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図 3-4-1 灌漑面積と灌漑率 
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   (2) 小規模水資源開発の歴史 

    小規模水資源開発は Flood Control,               
表 3-4-2  方法別灌漑地面積(1997/98) 

方法 灌漑面積(ha) 割合(%)
地表水灌漑
　大規模灌漑 298,902 7.8
　ＬＬＰ 621,677 16.2
　伝統的方法 201,231 5.3
　　小計 1,121,810 29.3
地下水灌漑
　ＤＴＷ 463,874 12.1
　ＳＴＷ 2,246,701 58.6

小計 2,710,575 70.7
合計 3,832,385 100.0

Drainage and Irrigation Project: FCD/I  
Project として位置づけられ、以下の  

事業が実施されてきた。 

ア．Thana 灌漑計画(Thana Irrigation    
Program: TIP 1960 年代) 

TIP は 1960 年に着手し、Union を  

単位とし、低揚程ポンプ(LLP)によ

って可能な最大潅漑計画が策定され

た。潅漑水路を浚渫する事業組合

の形成が求められた。 

出所：MOF: Bangradesh Economic Review 2001 

図 3-4-2 方法別灌漑地面積比率 
イ．水路浚渫プログラム(Canal    

　大規模灌漑

8%

　ＬＬＰ

16%

　伝統的方法

5%

　ＤＴＷ

12%

　ＳＴＷ

59%

Digging Program: CDP 1979-1996) 
CDP は灌漑水路の機能強化を   

図るため堆砂したシルトを除去す

る作業が当初ボランタリーベース

で開始されたが、後ほどフードフ

ォーワーク(Food for Work)の支援

を受けて約 420,000ha が整備され

た。CDP は、潅漑水供給、排水改

良、水路堰堤の植林、および漁業

開発を目的とし、灌漑には低揚程

ポンプ(LLP)を活用した。 

ウ．基盤開発事業-SSWR 計画(Infrastructure Dvelopment Project- SSWR Schemes: 
IDP-SSWR Schemes, 1986-1996) 

基盤開発計画(IDP)による小規模水資源開発が 6 県(Kurigram、Faridpur、Raiban、
Madripur、Gopajonj、および Shariatour)において約 21,000ha を対象に行われた。 

エ．ラバーダムプロジェクト(Rubber Dams Project ,1999- 2004) 
中国の技術協力で Cox's Bazar 県において 2 つのラバーダムがパイロット的に実施さ

れた。政府は国策として取り上げ、更に 8 つのラバーダムを建築し、2003-2004 年には

更に 2 つのラバーダムを建築する計画である。 

オ．第 1 次小規模水資源開発セクタープロジェクト(First SSWRDSP,1995-2002) 
プロジェクトは小規模水資源開発スキームにより、西バングラデシュの西半分の 37

県 165,000ha を対象とする 280 のサブプロジェクトが実施された。 

 

(3) 第 2 小規模水資源開発セクタープロジェクト(Second SSWRDSP,2002-2009) 
ア．第 2 次 SSWRDSP の概要 

第 2 次 SSWRDSP は FCD/I の一種として、Chittagon の 3 つの丘陵県を除いた 61 県を

対象として実施されている。主要な資金拠出元である ADB は、当面第 1 次 SSWRDSP
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の対象とならなかった東側の 25 県を対象に 300 のサブプログラムを実施する予定であ

る（図 3-4-3 SSWRDP と開発調査の対象県参照）。 

 

 図 3-4-3 SSWRDP と開発調査の対象県 

 

施設整備は、灌漑面ではため池等の新        

設改修及び水の効率的配分を図るため   

既存水利施設の有効活用等を、排水面で  

は農業、漁業、航行に資するため排水路 

の整備を、洪水管理面では農地の湛水の 

時間と範囲の縮小を行うため、堰堤とス 

ルースゲートの新設改修を行う。 

   また、施設整備に併せて受益者への研  

修、農水産業の普及、水利組合等の支援   

を行う。 

 

イ．バングラデシュの水関係政策構成 

a. 国家水政策 (National Water Policy 
:NWP)1999 
水政策の方針を規定する。ここに     

プロジェクト名 地域 対象県数
First SSWRDP 1 37県
Second SSWRDP 1+2+3 61県

開発調査 2 6県

「地方自治体が 1,000ha 以下の事業地域を対象 FCD/I Project を実行する。」ことが

定められている。 

b. 国家水管理計画(National Water Management Plan :NWMP)2001 
水資源計画機構 (Water Resource Planning Organization :WARPO)が策定し、定期的に

更新をおこなう（表 3-4-3 バ国水関係施策の関係）。 

c. 地域（流域）計画 (Regional/Sub regional program) 

流域(Hydrological Region)は WARPO が自然条件から区分し、策定する。Regional 
Program は NWMP で規定されている。 

d. 県水（資源）管理計画(District Level (Local) Water (Resource) Management Plan: 
DWMP) 
地方政府と関係政府機関(LEGD)が策定する。 

e. 県管理評価(District Level Water Management Appraisal :DWMA) 

LGED が策定する。 
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表 3-4-3 バ国水関連施策の関係
↑全国

地域計画① 地域計画③
↓地方

NWP
NWMP

DWDP① DWDP②
地域計画②

 

ウ. その他関係政策 

a. 参加型水管理ガイドライン(Guideline for Participatory Water Management :GPWM) 

水管理に係るプロジェクトサイクルの各ステージで、ステークフォルダー（プロジ

ェクトの影響を受ける住民、水管理組織、地方行政組織、NGO、民間給水業者、LEGD
等の実施機関、農業普及局(DAE)等の関係機関）がどのように参画するかを示して

いる。 

b. FCD/Iプロジェクト環境評価ガイドライン(Guideline for Environmental Assessment of 
FCD/I Project) 
FCD/I プロジェクトに伴う環境配慮にかかる取り決めである。環境局(DOE)が EIA
報告書を技術審査し、環境森林省(MoEF)が許可をする。 

 

(4) 水利権 

    河川取水については水利権的な法規制は国内において整備されていない。 

また、既得水利者との調整においては漁業補償的なものがなされた事例があるが、直

接必要な流量を調整したものではない模様である。こうしたなか、本格調査の優先地域

の選定には、先行水資源利用者との調整、地域間格差の調整が課題となる。 

 

(5) 水利組合 

     第 2 次 SSWRD で実施を行うには、水利組合(Water Management Co-operation 
Association: WMCA)を形成が要件となる。本格調査の対象となる 6 県は第 1 次

SSWRDSPM の対象外であり、今回初めての WMCA 形成となる。 

    WMCA は Cooperative Societies Act 2001 and Cooperative Societies Rules に定義づけられ

ている。WMCA は水源の管理権を得ると共に、整備された施設所有権を移管され、維持

管理を行う。WMCA は受益農家戸数の 70％以上からなり、維持管理にかかる負担金の

徴収等を行う。 

    本格調査では、計画段階における住民の WMCA の理解に必要な説明事項の整理、及

び事業化の優先度に住民理解度を反映する事が望まれる。また、第 1 次 SSWRDSP の対

象地区は事業実施にあたり WMCA 設立が求められることから、これらの成果を踏まえ、

本格調査に必要な手続きを整理することが望まれる。 

 

(6) 施設整備計画 

    SSWRD は既存の地下水灌漑を表流水に完全に転換をすることを目的としたものでは

なく、既存のポンプ施設を有効に活用するとともに、効率的に湛水を排水し、表流水を

有効に活用することが求められている。このため、本格調査では乾期の現状を把握する

だけではなく、雨期の現状の把握が必要となる。 
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    表流水の活用は、雨期の水を貯水し、乾期に利用することが基本となる。現地視察の

路上で、ため池の造成が多数見られた。土地利用率が高いなか、ため池の新設は困難で

あるが、既存のため池等の浚渫は地下水の確保が困難な地域では有効である。また、た

め池の新設には大地主の土地を受益農家で共同補償等を行うことも 1 つの手法である。 

    中小河川の浚渫及び堰・水門等の整備は、乾期においては利用可能水量の増加、雨期

においては湛水排除の促進および洪水による排水の影響軽減が期待される。計画にあた

っては、下流での河川水の利用や養魚等への影響の配慮や自然排水を基本とした効果的

な水門等の管理を検討することが求められる。 

 

＜Topics 現地視察情報＞ 

Boraghat Sub-Project (Haluaghat Upazilla)では雨期の水を貯留し、乾期にその水を利用

するラバーダム整備が計画されている。ラバーダムの設置位置は受益地の末端に計画さ

れ、上流の数カ所において重力及びポンプにより取水する計画であった。この計画であ

れば貯留した水位の低下により取水できない箇所が生じるとともに、ポンプ所有者の裁

量により使用水量に格差が生じ

る。水配分機能が十分成熟してい

ない現時点では、水利組合が個人

の使用水量を調整することは難

しいと考えられ、日本のように堰

から一括で取水し重力配水し、必

要な箇所のみポンプ揚水する方

式がよいとは単純に判断できな

い。ただし、一定の金額負担を農

家に求める場合には、利水条件が

異なることから、十分な説明が必

要である（図 3-4-4 取水方法の違い参照）。

また現地視察において、根拠となる貯留水量

り、十分な費用便益が生じるか疑問が生じた。

灌漑必要水量、受益地区域・標高、作付計画、

いての概略検討が望まれる。 

 また、同様に湛水防除を考えた場合、排水先

作付計画、工事費、維持管理費、費用便益性等

 

(7) 上水・砒素について 

    本格調査では、上水・砒素に係る既存情報

他事業にも活用することを想定している。現

ガイル県では比較的地下水位が高いことから

ンシン県においてはタンガイル県に比べ浅井

堅いこと、掘削コストが高いことが要因とさ

素汚染状況を把握する試験所があり、事業の
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、井戸利用状況、営農計画が不透明であ

このことから、計画段階として取水水位、

工事費、維持管理費、費用便益性等につ

の水位、排水路勾配、受益地区域・標高、

についての概略検討が望まれる。 

図 3-4-4 取水方法の違い 

を収集し、SSWRD に活用するとともに、

地視察の聞き取りによれば一般的に、タン

、浅井戸の利用が多いようである。マイメ

戸利用が少ないようである。これは地層が

れた。また、マイメンシン県 LGED では砒

評価に活用しており、本格調査においても



情報の連携が必要である。 

   本案件の成果として湛水を早期改善する、及び浅井戸の利用が増加した場合に地下水

位が低下する可能性も考えられる。上水利用は浅井戸が主体であり、地下水位の低下に

よる砒素の影響には十分な配慮が必要である。本格調査では地下水利用の増加による大

幅な地下水位変動が生じている地域では特に注意が必要である。 

 

３－４－３ 灌漑排水分野からの実施にあたっての注意事項 

(1) 現状把握 

調査期間が短く、速やかに現状を把握する必要があることから、衛星情報（インドの

人工衛星 IRS によれば、およそ 6m 単位の解像度で、1 県 1 枚程度、6 県で 300 万円程度）

による図化を含め早急に手法を定める必要がある。また、技術協力プロジェクト「農村

開発技術センター機能強化計画（RDCE）」において衛星情報をもとに基図を作成して

おり、衛星情報を活用する際には参考となる。 

 

(2) 先行権利者との調整 

水利権等の制度が十分機能していないなか、GPWM において住民参加型のプロジェク

トサイクルが示されているが、その実際の運用は十分明確とはなっていない。本格調査

では、十分な透明性・公平性をもって実施することが重要となる。十分な住民参加が得

られるとともに、HP やマスコミへの調査成果の公表や、他ドナーとの連携が求められ

る。 

 

(3) 全国展開 

バ国からの要請書は全国を対象としたものであったが、今回の開発調査は予算と実施

期間から特に全国展開のモデルとなる大マイメンシン圏の 6 県を対象とした。6 県は

SSWRDSP-2 で新たに対象となり、比較的塩害や砒素汚染が生じていないが、貧困対策

が早急に必要とされる県である。本格調査の成果は 6 県に直接的に裨益するものではあ

るが、今後の全国展開を意識した取りまとめが求められる。 

 

(4) 上水・砒素汚染 

砒素汚染を助長しないことが SSWRDSP において原則的に求められる。地下水位及び

水質等の情報を必要に応じて把握し、事業の優先順位に反映することが望まれる。特に

上水の砒素汚染は社会的弱者に大きな影響を及ぼすことが懸念されることから、注意が

必要である。 

 

３－５ 水資源開発 

 ３－５－１ 概要 

本案件の表題は「大マイメンシン圏における表流水利用による貧困削減のための小規

模水資源開発のマスタープラン調査」となっているが、バ国における本案件担当機関で

ある Local Government Engineering Department(LGED)側との協議、及び現地踏査を経て明

らかになったことは本案件で求められているマスタープランは、単なる小規模の水資源
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開発案件ではないということである。事前調査団が現地で説明を受けたタンガイル県、

及びマイメンシン県でのサブプロジェクトの概要は以下のようである。 

（1）Tangail District, Kalihati Upazila, Ratangaji-Gandhina Sub-project 
これは、西からの洪水が対象地域内に入らぬように堤防を建設し、更に対象地域

の下流側に排水樋門を建設するという、洪水調節サブプロジェクトである。 

（2）Tangail District, Mirjapur Upazila, Azgana Union Sub-project 
これは、低湿地帯からの排水路が土砂で埋まり、排水不良を起こしていことにより、

この付近一体がなかなか田植えが出来ないため、排水路を掘削し、さらに下流河川

への合流部に排水樋門の建設を行うという、排水改良サブプロジェクトである。 

（3）Mymensingh District, Haluaghat Upazila, Buroghat sub-project 
これは、Buroghat River をゴム堰でせき止め、溜まった水を灌漑目的に利用すると

いう狭義での水資源開発サブプロジェクトである。 

（4）Mymensingh District, Fulbaria Upazila, Boril Beel sub-project 
これは、Beer と呼ばれる低湿地帯からの排水が悪いため、土砂の堆積した水路を掘

削し、さらに河川への排水口に排水樋門を建設し、稲作の改善を図るという排水改

良サブプロジェクトである。 

（5）Mymensingh District, Trishal Upazila, Dubrachara Beel sub-project 
これは、Khiru River からの洪水を道路のところでゲートを設けて、洪水の下流への

流入を止め、下流での稲作の改善を図るという洪水調節サブプロジェクトである。 

   上記のように実際に求められていることは、洪水調節、排水改良、水資源開発等、水

田耕作と表流水との絡みにおける問題解決のためのマスタープラン調査である。  

 

３－５－２ 水資源開発 

（1）水資源開発 

    狭義における水資源開発に関し、バ国側が考えていることは、基本的には、現況のた

め池ないしは既往の水路を掘り下げあるいは拡大・延長掘削して、ここに雨期における

豊富な表流水を貯留し、これが乾期になっても自然に排水されてしまわないように樋門

あるいはゴム堰を設けてその流出をコントロールし、ここで貯留された表流水を乾期に

おける灌漑目的に利用する、というものである。 

但し、これで現在の地下水利用による灌漑用水をすべて代替できるとはバングラデシ

ュ国側も考えてはいない。それほど大規模な代替水源とはなり得ないのは明らかであ

る。この点において本格調査では、蒸発による貯留水の損失を考慮するとともに、その

利用の作付けとの関連におけるタイミング等を検討し、代替水源としての性格を明らか

にすることが必要となる。 

    表流水の貯留に関しては、地形情報と水位情報とが必要になる。これらに関しては以

下のようである。 
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（2）水位情報 

    対象地域である大マイメンシン圏での水位観測所の所在は図 3－5－1 の位置図に示す

ように全体で 44 ヵ所存在する。これらの水位資料は日水位という形で当面 1980 年以降

のデータが収集されている。これは、LGED内での資料収集という形であったため、LGED
内で収集されている日水位データが 1980 年以降であったためである。これ以前の水位

資料も観測所に

より異なるが存

在する。しかし、

こ れ ら は 、

BWDBからの資

料収集が必要と

されるため、所

定の手続きと幾

分の日数が必要

となる。なお、

今回収集された

日水位の観測記

録所在情報は表

3－5－1 に示す

とおりであり、

実際の水位資料

は CD に収められている。ちなみにマイメンシン水位観測所の 1981 年、1982 年、1999
年、2001 年の水位を図 3－5－2 に示す。 

図 3-5-1 大マイメンシン圏水位観測所位置図 

    また、これら水位の基準高は Public Works Datum(PWD)を基準とした高さで示されて

おり、地図の基準高と合致しているとのことであるが、本格調査ではこの確認作業も必

要となろう。 

    なお、計画検討地点での水位は、必ずしも上記の水位観測所とは一致しない。この場

合は、位置的観点からの内挿・外挿が必要とされよう。 
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 表 3-5-1 日水位の観測記録所在情報 

Serial
No.

District Station ID River Name Station Name Duration of Record

1 Netorokona 36 Bhogai-Kangsa Jariajhanjail Jan 81 - Dec 02
2 36.1 Bhogai-Kangsa Mohagonj Jan 81 - Dec 02
3 72 Hhanu-Baulai-Ghorautra Khaliajuri Apr 81 - Mar 03
4 262 Sameswari Bijoypur Jan 81 - Dec 02
5 263 Sameswari Durgapur Jan 81 - Dec 02
6 263.1 Sameswari Kalmakanda Jan 81 - Dec 02
7 310 Mogra Netrokona Jan 81 - Dec 02
8 311 Mogra Atpara Apr 82 - Dec 02
9 344 Saiduli Baruni Ghog Bazar Jul 96 - Feb 02
10 Kishoreganj 73 Dhanu-Baulai-Ghorautra Itna Apr 81 - Feb 03
11 74 Dhanu-Baulai-Ghorautra Dilalpur Apr 81 - Mar 03
12 229 Old Brahmaputra Toke Apr 81 - Mar 03
13 230.1 Old Brahmaputra Bhairab Bazar Apr 96- Mar 03
14 272 Surma-Meghna Madna Apr 81 - Mar 03
15 272.1 Surma-Meghna Astagram Apr 81 - Mar 98
16 273 Surma-Meghna Bhairab Bazar Apr 81 - Mar 03
17 295 Titas Ajabpur Apr 81 - Mar 03
18 311.4 Mogra chamraghat Apr 01 - Aug 02
19 Mymensingh 8 Banar Basuri Apr 82 - Dec 00
20 9 Banar Kaoraid Apr 81 - Oct 01
21 35.5 Bhogai-Kangsa Sarchapur Mymensingh Jan 81 - Dec 02
22 227 Old Brahmaputra Offtake of Sutia Jan 81 - May 99
23 228.5 Old Brahmaputra Mymensingh Jan 81 - Nov 02
24 314 Nitai Ghosegaon Jan 81 - Dec 02
25 Jamalpur 46.7L Brahmaputra-Jamuna Kholabarichar Jan 81 - Dec 02
26 46.9L Brahmaputra-Jamuna Bahadurabad Transit Jan 81 - Dec 02
27 48 Brahmaputra-Jamuna Jagannathgonj Jan 81 - Dec 02
28 134 Jhenai Jukerchar Jan 81 - Dec 02
29 134A Jhenai Bausi Bridge Jan 81 - Nov 02
30 134B Jhenai Offtake of Jhenai Apr 81 - Dec 01
31 223 Old Brahmaputra Goal Kanda Jan 81 - Oct 02
32 225 Old Brahmaputra Jamalpur Jan 81 - Dec 02
33 Sherpur 34 Bhogai-Kangsa Nakuagaon Jan 81 - Dec 02
34 35 Bhogai-Kangsa Nalitabari Jan 81 - Dec 02
35 53 Chellakhali Bathkuchi Jan 81 - Dec 02
36 Tangail 12 Bangshi Madhupur Jan 81 - Dec 02
37 13 Bangshi Kawaljanji Jan 81 - Dec 02
38 14 Bangshi Mirzapur Jan 81 - Dec 02
39 50 Brahmaputra-Jamuna Porabari Jan 81 - Dec 02
40 68 Dhaleswari Tilli Jan 81 - Dec 01
41 68A Dhaleswari Elashin Nov 96 - Dec 02
42 301 Turag Kaliakoir Jan 81 - Dec 02
43 342 Futikhani Nolsafa Apr 97 - Oct 02
44 343.5 Futikhani Bhuiyanpur Apr 99 - Sep 02
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図 3-5-2 マイメンシン水位観測所観測日水位 
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（3）地形情報 

地形情報に関しては、LGED の管轄下に GIS Unit が存在し、ここで必要なウパジラレ

ベルでの地形図が得られる。縮尺は A1 サイズの図面でおおむね 50,000 分の 1 のものが

得られる。この地図は、1965 年代の地形図を基にしているが、1990 年代に平面地形に

関して、精度が数メートル程度の GPS で修正を行っており、現在も修正が進行中であり、

対象地域により、修正時点はそれぞれ異なる。 

    しかし、上記の地図には標高、土地利用、住宅所在等は記載されていない。一方、LGED
管轄下に Map Library が存在し、ここで、1965 年代の地形図を所蔵している。これには、

1 フィートごとの等高線が記載されており、土地利用、住宅所在等もわかる。等高線の

基準高は PWD である。したがって、マスタープランの作成にかかる水資源開発計画検

討にあたっては、これら両者の地図の何らかの併用が必要とされよう。また、平面形の

修正が必要とされる場合、衛星写真の利用による修正も視野にいれることが必要となる

かもしれない。バ国政府側は、キャパシィティビルディングの観点から、この作業も入

れることを望んでいる。 

    標高にかかるベンチマークは各県で数箇所存在するということであるが、一方 JICA
案件「バングラデシュ国土測地基準点網整備計画調査」による全国レベルでの基準高ベ

ンチマーク網が確立されており、これらの利用も視野に入れるべきであろう。この報告

書は収集資料の一部として所管されている。 
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３－６ 洪水防御 

 ３－６－１ 概要 

  洪水防御に関しては、バ国では特別の理解が必要である。バ国の洪水は毎年国土の何

分の一かが水の下になる、といわれるほど洪水の規模が大きく、このため、通常の完全

治水は不可能とされており、洪水防御は英語表現で、Flood Control ではなく Flood 
Management といわれる特殊な洪水対策を講じている。 

  これは、いわゆる日本でいう完全治水ではなく、浸水被害の程度を低減させることが

目途とされているものであり、一般的には対象地域を浸水深別にゾーン化し、浸水深が

より浅い地域の割合を増加させようというものである。 

  ただし、これはバ国での一般的な洪水対策であり、本案件での洪水防御はさらに踏み

込んだ理解が必要である。本案件での洪水防御は、水田耕作との関連においては、適切

なタイミングで収穫まえの稲の冠水からの防御、あるいは植え付けのタイミングの改善

を図るための洪水調節あるいは排水改良を目的としているのである。 

 

３－６－２ 受益面積 

  上記の洪水防御の一般概念の理解の上で、洪水防御案件も本案件の対象となりえるが、

LGED の管轄が 1,000ha 以下の受益面積の開発案件が対象となるため、この点での確認が

必要となる。1,000ha 以上の受益面積の洪水防御案件は Bangladesh Water Development 
Board(BWDB)が担当となり、したがって、BWDB の担当するプロジェクト対象地域は本件

調査の対象外となる（図 3-6-1、表 3-6-1 参照）。 

 

３－６－３ 洪水防御 

  ここでは、前述のように、   

この場合の洪水防御は、排水  

改良も含めたものとして扱  

う。この場合、必要な河川、  

あるいは水路の縦横段情報 

が必要となるが、これらの情  

報は一般的には存在しない。 

マスタープラン検討の本格 

調査においては、必要な水  

 図 3-6-1 大マイメンシン圏の BWDB 

プロジェクト位置図 

路・河川のこれらの情報の測 

量による収集が必要となる。 

また、水位情報としては、前 

節で述べた水位情報の利用 

が必要となる。 

また、洪水防御の一環とし    

て河川堤防の建設、あるいは輪中の堤防建設が必要となろうが、堤防建設におけるバ国

における堤防天端高の設計基準は、20 年確率対応とされている。しかし、前項の概要の

ところで述べたように、本案件での洪水防御は、あくまで水田耕作との関連における洪
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水防御であり、排水改良である。したがって、表流水の進入防御あるいは排除がどのよ

うな年間におけるタイミングで行われるべきかの観点での水位の確率解析が必要であ

る。したがって、20 年確率水位といっても、年間を通しての年最高水位の超過確率を指

すものとはなっていないことに留意が必要である。 

対象地域での目的とするタイミングでの水位調節を念頭に置いて、確率水位の検討が

行われ、こうした基準で建設された堤防は、当然雨期にはより多くの頻度で冠水するこ

とが考えられる。バ国側では、こうした事態に対しては、排水樋門のコントロールによ

り、内外水位差を無くして、堤防の損壊を出来るだけ防ぐことを考えているので、こう

した点も考慮することが必要である。 

また、地域によっては、日水位を対象とした洪水防御のみならず、フラッシュ洪水と

呼ばれる毎時水位が問題となる洪水防御も必要となる場合もありうる。この場合は時間

水位が必要となるが、この資料の存在の有無は BWDB での確認が必要となる。 

 

表 3－6－1大マイメンシン圏の BWDB プロジェクト概要 1/2  
対象面積

ha
県

District
郡

Upazila
灌漑 排水 洪水調節 合計

1 Dewanganj Protection Scheme   1972  1991  Jamlpur   Dewanganj   0 0 0 0 0
2 Noa Khal Sub-project   1981  1983  Jamlpur   Dhanbari   1,024 0 500 500 1,000
3 Katakhali (fulkarchar System)   1981  1982  Jamlpur   Islampur 486 300 100 300 700

4
Rouha Bakchori & Other Beel
System

1983  1987  Jamlpur   Jamalpur 810 0 810 500 1,310

5 Banar River System   1988  0   Jamlpur   Jamalpur   284 0 284 0 284
6 Gobakhali Khal Brdg Cum Regulator 1979  1982  Jamlpur   Jamalpur   1,710 710 350 365 1,425
7 Manikerchor Sub-project   1991  1995  Jamlpur   Jamalpur   476 0 200 400 600
8 Mahmudpur (dilalerpara)   1992  1993  Jamlpur   Melandah   2,665 0 630 1,750 2,380
9 Kabaria Bari System   1990  1992  Jamlpur   Sarishabari 6,342 1,790 2,190 800 4,780

10 Katakhali Sub-project   1981  1983  Jamlpur / Tan
Sarishabari
/ Madhupur 2,662 1,110 550 565 2,225

11 Dewghar Haor Sub-project   1991  1993  Kishoreganj  Astagram   1,221 0 0 1,157 1,157

12 Humaipur Haor Project   1957  1986  Kishoreganj  
Astagram /
Bajitpur /
Nikli  

5,263 280 530 3,110 3,920

13
Bhairab Bazar Town Protection
Scheme  

1986  1992  Kishoreganj  Bhairab   0 0 0 0 0

14 Gazaria Beel Project   1981  1986  Kishoreganj  Karimganj   2,721 200 850 2,591 3,641
15 Adampur Sub-project   1990  1992  Kishoreganj  Katiadi   1,340 0 680 1,200 1,880
16 Ganakkhali Sub-project   1992  1993  Kishoreganj  Kuliachar   2,665 0 630 1,750 2,380

17 Re-excavation Of Bardal Khal   1980  1984  Kishoreganj  
Kuliarchar /
Bajitpur 2,591 0 2,591 0 2,591

18 Re-excavation Of Bardal Khal   1980  1984  Kishoreganj  
Kuliarchar /
Bajitpur 2,591 0 0 2,591 2,591

19 Re-excavation Baralia Khal   1980  1983  Kishoreganj  Nikli   2,000 0 0 0 0

20 Re-excavation Zail Banga Khal   1980  1983  Kishoreganj  
Nikli /
Mitamari /
Astagram

3,000 3,000 0 0 3,000

21 Alalia Bahadia Sub-project   1981  1983  Kishoreganj  Pakundia   1,822 115 610 1,417 2,142

22
Charfaradee Jangalia Sub-project
 

1989  1991  Kishoreganj  
Pakundia /
Hossainpur 3,485 0 310 3,015 3,325

1
Modkhola-bharagirchar Sub Project
 

1990  1993  Kishoreganj  
Pakundia /
Katiadi   2,060 0 680 1,855 2,535

2 Re-excavation Of Singua River   1976  1979  Kishoreganj  

Pakundia /
Kishorganj /
Karimgonj /
Nikli

12,500 800 10,100 0 10,900

3 Baraikhali Khal Sub-project   1992  1993  Kishoreganj /
Hossainpur /
Nandail   9,385 180 1,830 7,500 9,510

4 Laithi River Sub-prjoect   1989  1990  Mymensing   Bhaluka   2,000 400 1,210 1,210 2,820
5 Khiro River Sub-project   1988  1992  Mymensing   Bhaluka   3,040 0 2,960 2,960 5,920
6 Suktajuri Project   1986  1992  Mymensing   Bhaluka   3,650 1,180 2,950 2,950 7,080
7 Shilla River Sub-project   1986  1994  Mymensing   Goffargaon 12,024 2,885 9,619 9,619 22,123
8 Dublakuri Kala Khal Project 1979  1985  Mymensing   Muktagacha 11,141 3,565 8,913 8,913 21,391

9 Bannyar Khal Sub-project   1990  1992  Mymensing   Muktagacha   1,542 346 1,542 1,155 3,043

10 Shambhuganj Embankment Project   1977  1978  Mymensing   Mymensingh 7,670 0 0 6,500 6,500
11 Ujanpara Komarbhanga Sub-project 1990  1992  Mymensing   Nandail   1,500 464 1,163 1,160 2,787
12 Upper Shilla River Sub-project   1986  1994  Mymensingh   Goffargaon 6,770 2,708 6,770 6,770 16,248
13 North Mymensingh Tubewell Project 1969  1971  Mymensingh   Haluaghat 120 100 0 0 100
14 Konapara Flood Embankment Project 1982  1984  Mymensingh   Haluaghat 3,116 1,250 3,116 3,116 7,482
15 Garamara Sluice Project   1959  1959  Mymensingh   Mymensingh 813 200 650 650 1,500

案件名 開始 終了

裨益面積
ha

プロジェクト所在地
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表 3－6－1大マイメンシン圏の BWDB プロジェクト概要 2/2 

対象面積
ha

灌漑 排水 洪水調節 合計

80,900 0 0 0 0

0 0 0 0 0
1,893 793 1,698 1,698 4,189

6,778 0 2,050 5,700 7,750

6,345 0 6,000 0 6,000

7,900 6,000 7,900 0 13,900
  3,120 2,000 2,000 2,150 6,150

2,800 0 0 2,000 2,000
2,398 2,024 2,024 2,398 6,446

  5,350 2,000 5,350 0 7,350
  9,716 8,000 6,000 8,000 22,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
  3,160 2,400 2,400 2,680 7,480

11,780 10,000 11,780 11,700 33,480

11,620 11,200 11,200 11,620 34,020

ti /
3,400 1,756 500 578 2,834

裨益面積
ha

県
District

郡
Upazila

16
Old Brahmaputra Multipurpose
Project

1960  1969  Mymensingh   Mymensingh

17 Brahmaputra Nadi Khanan Prokalpa 1978  1979  Mymensingh   Mymensingh

18 Boka Beel Sub-project   1994  1995  Mymensingh   Trishal  

19 Sukaijuri Bathai Sub-project   1990  1992  Mymensingh / 
Nandail /
Tarail /
Kendua

20
Re-excavation Of Dewan Khali
Alampur Khal  

1981  1981  Netrakana Kendua  

21 Chinakuri Tapafura Chitle Beel   1992  1993  Netrakana   Durgapur

22 Nautana Khal Scheme   1985  1989  Netrakana   Kaliajuri 

23 Mohadao Nadi Embankment   1986  0   Netrakana   Kalmakanda

24 Balali Padmasree Sub-project   1984  1995  Netrakana   Madan

25 Disilting Of Dhalai River   1992  0   Netrakana   Mohanganj 

26 Haijda Embankment Sub-project 1982  1993  Netrakana   Mohanganj 

27
Madanpur Sah-sultan Rumi Mazar
Protection Sub-project  

1989  0   Netrakana   Netrakona

28 Netrakona Town Protection Scheme 1977  1979  Netrakana   Netrakona

29 Thakurakona Sub-project   1989  1992  Netrakana   Netrakona 

30 Kalihar Sub-project   1986  1990  Netrakana   Purbadhala

31 Kangsha River Sub-project   1982  1991  Netrakana   Purbadhala

32
Malijhee River Bridge Cum
Regulator  

1986  1987  Sherpur  
Jhenaiga
Sherpur

33 Janokipur Khal Regulator   1980  1982  Sherpur   Nakhla   950 380 200 197 777

34
North Mymensingh Tubewell Project
 

0   0   Sherpur  
Nalitabari
(sherpur)   0 0 0 0 0

35 Chilla Khali System Reh.   1982  1986  Sherpur  
Nalitabari
(sherpur)   1,970 502 0 502 1,004

36 Janakipur Regulator   1981  1982  Sherpur  
Nokla
(sherpur)   932 483 0 297 780

37 Mirgi River System   1981  1982  Sherpur   Sherpur   316 0 300 300 600
38 Desilting Of Nangli River Project 1991  1994  Tangail   Basail   10,600 1,500 3,500 4,000 9,000
39 Kamarnaogaon Project   1988  1991  Tangail   Delduar   6,200 0 3,000 2,000 5,000
40 Babupur Lauhati Fcd Project   1990  1992  Tangail   Delduar   4,100 0 1,500 2,000 3,500
41 Futa Nadi Project   1980  1981  Tangail   Ghatail   1,200 0 1,050 0 1,050
42 Bailgana Khal Project   1982  1992  Tangail   Ghatail   4,896 1,000 1,000 300 2,300

43
Charan And Laxshmibasha Beel And
Sapai River Project  

1982  1983  Tangail   Kalihati 4,230 700 800 1,330 2,830

44 Pigna Jokerchar Project   1983  1988  Tangail  
Kalihati /
Bhuapur /
Gopalpur  

11,821 0 3,400 5,000 8,400

45 Jhony Khal Sub-project   1980  1993  Tangail   Madhupur   1,796 1,500 708 600 2,808
46 Moshajan-lauhajan Sub Project   1985  1986  Tangail   Mirzapur 2,024 0 1,500 500 2,000

47
Pathakali Konaibeel And
Bhuluakhal Project  

1978  1983  Tangail   Mirzapur   4,127 405 1,600 2,672 4,677

48 Barkati Beel Project   1981  1986  Tangail   Mirzapur   314 0 150 150 300
合計 335,125 74,226 140,928 144,741 359,895

案件名 終了
プロジェクト所在地

開始

 

３－７ 砒素汚染 

 ３－７－１ 概要 

砒素汚染にかかる管轄は LGED ではないため、LGED 側では一切の資料を有していな

い。LGED によると、これは、Department of Public Health Engineering(DPHE)の管轄とな

っている、とのことである。砒素汚染にかかる資料の収集は、所定の手続きにより、DPHE
から入手可能とのことである。このため、本格調査での資料の収集を示唆されている。 

一方、バ国における地下水砒素汚染に関しては、Halcrow-Mott MacDonald が National 
Water Management Plan 2000 の検討に際し、その情報をインターネット上で公開しており、

砒 素 汚 染 に か か る 状 況 は Arsenic Crisis Info Centre に て 公 開 し て い る

（HP:http://bicn.com/acic/ resources/infobank/nwmp2000/pubdetails.htm）。ここでは、その情

報をもとにバ国での砒素汚染にかかる実態を述べるものである。 
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 ３－７－２ 砒素汚染の概況 
図 3-7-1 全国地下水砒素汚染状況   地下水の砒素汚染がはじめて発見された  

のは、インドの西ベンガル州であり、これは  

1978 年のことであった。しかし、バ国でも地 

下水が広範囲にわたり砒素汚染されているの 

が判明したのは、1997 年のことであった。バ 

国全土での地下水砒素汚染の状況は、図 3-7-1 
に示すとおりである。図からは、一般的には国 

の南西部、南東部及び北東部での汚染が厳し 

く、今回調査対象地区の大マイメンシン圏では 

比較的その汚染が少ない。なお、マイメンシン 

県での砒素汚染状況は図 3-7-2 に示す。 

 

３－７－３ 砒素汚染の原因 

 バングラデシュ国における砒素汚染の原因  

は、地質的なものであり、ヒマラヤ山系の堆  

図 3-7-2 大マイメンシン圏砒素汚染図積岩が数万年に渡って河川により運ばれて  

きてバ国にて堆積し、これが有機物の分解に  

ともなう還元作用により、抽出してきたものと 

され

 

     

ている。 

 

３－７－４ 砒素汚染人口 

砒素含有量とそ 

の

orld  

 

に対応する、とされている。 

当該調査で西暦 2000 年での

利用人口との関係が推定されているが、これ  

は表 3-7-1 に示すようになっている。これによ  

ると、10mg/リットルの砒素汚染された飲料水  

を飲む人口は 4,750 万人と推定され、それ以上 

の汚染濃度の飲料水を利用する人口をあわせ  

ると総人口の 95％近くが砒素汚染された水を  

飲むことになると推定されている。なお、バ国 

での飲料水における砒素含有量許容値は 

0.05mg/リットルとされている。しかし W
Health Organization(WHO)の砒素含有量許容 

値は 0.01mg/リットルとなっている。この許容

値は 1 万人あたり 6 人の皮膚がんの発生の可能性
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表 3-7-1  西暦 2000 年における砒素汚染飲料水利用人口推定 

砒素 口 濃度 2,000 年における砒素汚染飲料水利用人

>10ppb 47.5 million 
>50ppb 29.0 million 
>200ppb 10.3 million 
>400ppb 0.9 million 
合計 125.0 million 
 

３－７－５ 砒素汚染と井戸の深度との関係 

 びに深井戸について調査が行われてきた

 

表 3-7-2   井戸の深度と砒素汚染濃度との関係 

深度 
調査 

井 以上の井戸数 以上の井戸数 

mg/l 
以上の井戸数 

最大濃度

 バ国における地下水の砒素汚染は浅井戸なら

が、一般的には、深度 200m 以上の井戸での砒素汚染は非常に少なくなり、250m 以上の

井戸では、砒素汚染は非常にまれとなる。表 3－7－2 は地下水の砒素汚染とその深度と

の関係を表すものである。砒素の移動は、水平移動としては、50m 以内では 25 年以上に

わたって起こりうるが、垂直移動はかなり少ないことが報告されている。 

0.01mg/l 0.05mg/l 0.20
戸数 （mg/l）

62 32(52%) 15(24%) 0.264
10-40m 2,0 8 5 2412 99(45%) 73(28%) 2 1.090
40-100m 1,006 449(45%) 248(28%) 68 1.660
100-150m 123 90(73%) 42(34%) 4 0.262
>200m 38 6(16%) 1(3%) 0 0.059
>250m 28 9(3%) 2(1%) 0 0.108

Total 3,529 1,485 881 31(42%) (25%) 6 -

<10m 2 

 

３－７－６ 砒素汚染の影響 

 題となっているが、農業への影響は今のところ不明であ

 

３－７－７ 砒素の除去 

 のフィルターにより家庭レベルで除去可能であるが、現在の

 飲料水の砒素汚染は大きな問

り、現在は調査中である。砒素は穀類中にはまだ発見されていない。しかし、根茎類に

は貯留され家畜がそれを食することとなる。また葉もの野菜、魚類、甲殻類にも残留す

る。これらの残留砒素はそれほど有毒な有機体とはなっていそうにないが、健康への影

響についての調査が十分に行われる必要がある。 

 飲料水中の砒素は、種々

ところその処理速度は非常に遅く、また高価なものであり、その使用は難しい。砒素汚

染されていない飲料水の水源として、村落ならびに小さな町では、ため池の水使用が考

えられるが、ため池の水は別途に汚染されており、高価な処理が必要とされ、またその

処理システムはその維持が難しく、これも実用的な案とはならない。 
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３－７－８ 飲料水の代替源 

 水は砒素汚染されていない飲料水の代替源として有望で

 

－８ 小規模水資源開発の方向性 

述べている小規模水資源開発は、狭義における水資

源

削減のた

め

漑用水の手当てを考慮する場合、砒素汚染の現況調査からは、

地

しては、窪地、ため池での表流水の貯留のほか現況

水

損失を

考

－９ 小規模水資源開発のポテンシャル 

ているように、水路、ため池、窪地等におけ

入の場合、これは、雨の降り方により、貯留・利用できる水量は限定され

 200m 深度の深井戸からの飲料

ある。手製ポンプではくみ上げられる水量も少なく、一人当たりのコストも高くなる。

しかし、1kw の電気ポンプを使用すれば、1,000 人の人々に一日・一人あたり水道水とし

て 50 リットルを供給可能となり、また、受益者にとっても料金の支払いが可能となる。

したがって、政府は資本金の 50％を助成して、民間企業の参入を促すべきであろう。ダ

ッカ市は、その市域の拡張によりますます砒素汚染の可能性が大きくなるので、砒素汚

染されていないジャムナ河の表流水を持ってくるべきである。チッタゴン市は、カルナ

フリ河のカパタイダムが多目的ダムとして操作される限りは、豊富な水源を持っている。

ラッシャイ市はガンジス河からの水利用を行うべきである。 

３

３－６節で述べたように、本案件で

開発だけではなく、洪水防御、排水改良も含むものと理解する必要がある。 

ただし、洪水防御が主体のサブプロジェクトであっても、目的はあくまで貧困

の稲の増産であるので、新たに耕作が可能になる水田に対する灌漑用水の手当ての対策

は必要である。これを表流水利用による灌漑なのか、地下水利用による灌漑なのかは、現

地の状況を考慮した上で決定する必要がある。これは、排水対策が主体のサブプロジェク

トにあっても同様である。 

また、地下水利用による灌

下水利用の飲料用水の砒素汚染対策がどの方向を持つことになるか、現在まだ確たる方

向は決定されていない。しかし、飲料水を砒素汚染されていない 250m 以上の深度の地下水

層にその水源を求める場合、灌漑用の地下水は同じ地下水層からの利用を避けるべき、と

の提言を考慮に入れる必要がある。 

狭義における小規模水資源開発に関

路を延長掘削して、ここに雨季の豊富な表流水を貯留する、あるいは現況水路をゴム堰

等によりせき止め、雨季の豊富な水量を留めるという方向性が考えられる。この場合、窪

地、ため池、水路等を拡幅掘削するということがひとつのオプションとして考えられるが、

この場合、土地の手当てが必要となる。しかし、一般的に、バ国では、ありとあらゆる土

地が利用されつくしている。このため、水資源開発のための土地利用が現況土地利用より

も便益が上回り、より貧困撲滅の方向に向かいうるか否かの検討が必要となる。 

また、雨季の終わりに貯留された表流水の灌漑利用に関しては、蒸発/浸透による

慮することが必要である。 

 

３

 小規模水資源開発の方向性は、前節で述べ

る表流水の貯留、といった方向に向かうことになる。この場合、雨水が直接自然流入する

場合と、河川に接し、スルースゲートの操作により、貯留を人為的に操作できる場合とが

考えられる。 

雨水の自然流
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る

と見られる場合、ポケットを掘り下げるこ

と

限りは、そう多くは

な

めによるコントロールに当たっては、特にその下流、ある

い

た受益面

積

参考文献】 

overnment Engineering Department Small Scale Water Resource Development”, 
20

際開発センター,「農林水産省委託 農林水産業国別協力方針策定のための基礎調

査

業―現状と開

発

。通常貯留可能な水量はポケットの大きさ次第となろう。一方スルースゲート操作の場

合は、河川の水位とポケットの地形の高さ関係により、貯留可能な水量は決まってくる。

ポケットの大きさとは必ずしも連動しない。 

したがって、必要とされる貯留量が不足する

による対応が考えられる。この場合、拡幅は行わないので、現況土地利用を犠牲にする

ことはない。しかしこの場合は、掘削コストと土捨て場が新たな検討項目となる。したが

って、通常の場合は、河川に接した低平地、通常ビールと呼ばれる土地の利用が望ましい

ことになる。高台での新規水資源開発はかなり難しいとみられる。 

今回調査対象地区におけるスルースゲートの存在は現地踏査で見た

い。雨季における表流水は、低平地に自然に流入しており、人為的な操作がなされてい

るところは多くはないと見られる。この場合、スルースゲートの設置とその操作により、

表流水のコントロールを行い、表流水の乾季における利用、小規模水資源開発は、かなり

のところで可能と見られる。 

しかし、表流水の河川せき止

は上流との関係が問題になりうる。その関係を統合的に解決しようとすると、受益面積

が LGED の管轄範囲である 1,000ha をかるく上回ってしまう可能性がある。各ユニオンから

あがってくる要請だけを見た場合、受益面積は小さいことも考えられるが、個別主義の対

応だけでは利害関係者の合意が得られにくい場合が多くあることが考えられる。この意味

では、小規模水資源開発のポテンシャルは、限定的になることも考えられる。 

したがって、技術的・経済的・社会的な面での総合的水資源開発計画とこうし

が 1,000ha 以下という限定条件との折り合いの隘路を如何に解決するかが、そのポテンシ

ャルを決定づけることも多くあると考えられる。 

 

【

LGED,”Local G
04.1, 
財）国

事業：基本調査報告書 平成 13 年度（バングラデシュ）」,2002 年 3 月 

社）国際農林業協力協会,「海外農業開発調査研究 バングラデシュの農林

の課題―2003 年度版」,2003 年 3 月 
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第４章 本格調査の実施上の留意点 

 

４－１ 事前調査結果の総括 

 ４－１－１ 調査目的および内容 

本件開発調査の目的は、バングラディシュ国（以下「バ国」という）の「Greater 
Mymensingh（大マイメンシン圏）」と総称される北部 6 県において LGED が郡（ウパジラ）

に配置されている技師を通じて村（ユニオン）毎の小規模水資源開発プロジェクト

（sub-project）の策定を支援し、また実施するために必要な小規模水資源開発基本計画

（Master Plan）を策定し、その過程において LGED の職員を中心とするカウンターパート

の能力向上を図るものである。 

小規模水資源開発基本計画（M/P）に含まれる内容は次のとおりである。 

（1）洪水防御、灌漑排水改善、農業及び淡水漁業の振興、農村上水道供給、砒素被害軽

減、組織強化のための方策と優先順位付けの基準の提示 

（2）Sub-project の優先度判断基準 

（3）Sub-project リスト 

（4）アクションプラン（Implementation plan） 

なお、成果品（報告書）には、以上に加え、地域概況、既存関連施設インベントリ

ー調査結果、PRA 結果、関連事業概要が加わる。 

 

４－１－２ S/W 協議 

S/W 協議は、用語や意味するところの内容の確認を中心に進められ、構成および内容

に大きな変更はなく、当方の提示した案に沿って合意した。本格調査に留意すべき調査

の範囲、用語の定義、計画年、その他重要事項についてはミニッツ（M/M）に取りまと

めた。 

LGED の小規模水資源開発計画にはドナー、関係省庁、自治体および住民等多くが関係

していることから、これらのステークホルダーの誤解を避け、合意形成を図る必要があ

るためと推測されるが、関係する既存の開発計画との用語の不統一がないようバ国側は

使用する用語や定義付けにことのほか慎重であり、この点の協議には時間を要した。 

 

４－１－３ ミニッツに記載した特記すべき確認事項 

（1）小規模水資源開発(SSWRD)の定義は、国家水政策(NWP)の規定に基づく受益面積

1,000ha 以下の Sub-project を対象とする調査、計画策定、実施及び維持管理計画をい

う。 

（2）農村上水道供給及び砒素汚染被害軽減については、既存の調査結果等を活用し M/P
に反映させるとともに、必要な提言を行う範囲に留めるものとする。 

（3）M/P の計画年は 10 年を想定する。 

（4）策定された M/P（案）はユニオン代表、BWDB 担当官を含むウパジラレベルの各省

担当官が参加するウパジラ開発調整委員会(UDCC)の討議に附し、必要があれば修正

を加える。 

さらに M/P（案）は県小規模水資源開発委員会(DSWRC)に提出され合意を得る。
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DSWRC は県の副知事を議長とし、BWDB、農業普及局(DAE)、協同組合局(DOC)、
森林局(DOF)、漁業局(DoF)、女性局(DWA)、他関係各省の県担当官で構成される。 

これらの手続きを経た最終 M/P（案）はドナーからの代表を含む水資源開発セクタ

ーの多数の関係機関が参加する国レベルのワークショップで発表し、広く合意形成を

図るものとする。 

（5）M/P 策定に係る調査期間は 17 ヶ月とする。 

（6）その他、車両、調査用資機材、研修等に関するバ国側の要望については、JICA 本部

に伝える旨を記載した。 

 

４－１－４ 現地調査 

（1）タンガイル県 2 月 20 日（金） 

タンガイル(Tangail)県 LGED 事務所を訪問。その後 Kalihati ウパジラの堤防建設によ

る排水改良事業、Mirjapur ウパジラの排水路掘削によるたん水地の改良候補地を視察し

た。 

（2）マイメンシン県 2 月 22、23 日（日、月） 

マイメンシン(Mymensingh)県 LGED 事務所を訪問。その後 Haluaguat ウパジラの

Boraghat Sub-project、Fulobaria ウパジラの Boril beel Sub-project、Trishal ウパジラの

Dubarachara beel Sub-project をそれぞれ訪問した。 

現地視察に際しては、行く先々で数百人が待ち受けるという状況で、地元住民の期待

の大きさをうかがわせた。 

 

４－２ 本格調査の基本方針 

調査対象北部 6 県の全てのウパジラを対象に 1/50,000 基本図を基に Sub-project の候補地

（ポテンシャルエリア）の洗い出しを行うインベントリー調査を極めて限られた期間に実

施する必要がある。対象 6 県のユニオン数とから、Sub-project の最大数は 1 ユニオン 1 件と

して 558 カ所である。この際、住民の期待が極めて大きい事、依存性が強いことを考慮す

る必要があり、日本人が最初から現地に足を踏み入れるのは得策ではない。現地事情に精

通したバ国のコンサルタントを活用し、再委託契約により実施するのが得策である。 

雨期の調査は道路状況の悪化からかなりの困難が予想されるため、調査工程、団員の配

置には配慮が必要である。 

乾期のボロ作のための表流水の利用は、現在主流である地下水からの転換を意味するも

のではない。具体的な事業としては小河川を掘削し、水門を設置して雨期の水を貯留する、

あるいはため池を設置して雨期の水を貯留すること等が考えられるが、いずれの場合も一

長一短があり、利用は限定されたものとなろう。 

マスタープランの取りまとめにあたっては、ウパジラレベル、県レベル、国レベルの関

係する多くのステークホルダーの合意形成が求められており、この点十分配慮が必要であ

る。また、使用する用語を含め、上位計画、既存の水資源開発計画、水セクター関係機関

等の計画との整合性を図ることも重要である。 

現在使用されている 1/50,000 ウパジラ基本図は数十年前に作成されたものであり、現況

との誤差が予想されるため、Sub-project の実施段階に向けて衛星写真による検証を行うこと

を LGED 側に提言する必要が生じる可能性がある。 
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４－３ 調査実施上の留意点 

４－３－１ 農村社会調査 

（1）県 MP 作成にあたって 

県 MP 作成にあたっては、SSWRDP 第Ⅰフェーズの結果や反省点などをレビューし、

更にドナー側（ADB とオランダ国）の意向を聞きながら調査を進める必要がある。また、

既に SSWRDP 第Ⅱフェーズは開始されており、Sub-project 候補の選定がある程度進んで

いることから、本格調査における当該 Sub-project 候補の扱いには注意が必要である。ま

た今回の県MPはBWDBが作成する水資源開発全般に関する管理計画との整合を求めら

れることから、BWDB からの情報収集や意見交換を行う必要がある。 

（2）Sub-project 候補の優先順位付けにあたって 

   Sub-project 候補の優先順位付けには、2 つの手法を例示した。本格調査において参考

とされたい。 

   2 つの手法のうち 1 つは、貧困度等の社会的指標や乾期ボロ稲栽培の可能性等の経済

的指標から、ウパジラ毎の優先順位を付し、そのウパジラに属する Sub-project 候補の優

先順位付けに反映するもの。もう一つは、SSWRDP の技術を類型化し、O&M、淡水漁

業への損失、及び関係者間の利害対立等から類型に優先順位を付し、その類型に属する

Sub-project 候補の優先順位付けに反映するものである。 

   特に、堤防修理や水路浚渫等の O&M 費用負担を受益者に求めることは、バ国社会で

は難しいことや、淡水漁業の損失などの影響について配慮が必要である。 

（3）Sub-project 候補の発掘にあたって 

   ユニオンからウパジラに上程された計画は、住民参加型合意形成の過程を経ているた

め、これらの計画を基に調査することが適切である。また、Sub-project 候補発掘にあた

っては Sub-project 申請の単位となるユニオンのユニオン議長の存在に留意し、事前に

PRA 調査の実施について了解をとることや、小規模水資源開発の計画内容を住民に説明

する際に参加を求めることが効率的と思われる。 

さらに、ユニオンレベルの農業普及員や漁業指導員など末端フィールド職員との連携

を図り、技術的にも妥当な計画が策定されるようにするための方法として、Sub-project
候補地域の水利組織、ユニオン議長、ユニオンレベルの末端フィールド職員、その他関

係者を交えた SP（Sub-project）委員会（仮称）をユニオンレベルで設立すること、ユニ

オンからの要望をウパジラ技師に提出する様式を修正して関係分野の末端フィールド

職員のコメントとサインを付すようにすること、SP 委員会の協議の場に農民だけでなく

漁業者など様々な立場の参加を認めるとともに、PRA 調査において少数意見に留意する

ことが考えられる。 

 

４－３－２ インベントリー調査 

（1）概要 

インベントリー調査は、水資源関連施設の現況を調査するものである。この場合、水

資源関連施設とは、水資源開発・管理施設のみではなく、洪水防御、排水施設をも含む

ものと理解すべきものである。また、対象地域は、大マイメンシン圏全域ではなく、選

定されたサブプロジェクトの存在するユニオンあるいは関連するその周辺ユニオンと
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限定するものである。 

成果としては、名称、位置図、当初計画機能、現況機能、建設年、写真、管理者名、

管理者の意向等を含むことが必要とされよう。ちなみに、各県の面積は表 4-3-4 の通り

である。 

表 4-3-4   各県面積 

県名 面積 (km2) 

Jamalpur 2,032 
Sherpur 1,364 

Kishoreganj 2,689 
Mymensingh 4,363 

Netrokona 2,810 
Tangail 3,414 
合計 16,672 

注：合計面積は、日本最大の河川である利根川の流域面積 16,840km2 にほぼ匹敵する。 

 

（2）調査実施 

インベントリー調査は、その計画作成ならびに実施管理・監督は調査団が行うもので

あるが、実際に現地にはいりその現況を調査するのは、現地のコンサルタントが行うも

のとする。LGED が推挙した現地コンサルタントは表 4-3-5 に示すとおりである 

なお、これらのコンサルタントは現地インベントリー調査のみではなく、PRA の実施

についても同様の推薦を受けている。 

現地調査に関しては、雨季との関連に留意する必要がある。調査対象地域内でタンガ

イル県、マイメンシン県は雨季でも比較的アプローチが容易（ユニオンによるが）であ

るが、ネトゥロコナ県あたりは相当アプローチが難しいとの情報もあり、行程計画には

充分留意する必要がある。 

 

表 4-3-5   インベントリー調査実施可能現地コンサルタント 

コンサルタント名 住所等 

House of Consultants 
Limited 

52 New Eskaton Road, TMC Building(4th floor), Dhaka-1000 
Tel.: 880-2-8314452, 8315305, 8315304 
E-mail: hcl@bangla.net 

Engineering & Planning 
Consultants Ltd. 

EPC Centre, 7/4, Lalmatia, Block-A, Dhaka 
Tel.: 9113772 
E-mail: epc@bdmail.net 

Aqua Consultant & 
Associates Limited 

40 Nayapaltan, VIP Road 3rd & 4th Floor, Dhaka-1000 
Tel.: 880-2-9333083, 9357868, 9353460 
E-mail: aqua@accordbd.com 

DEV Consultants Limited House No. 5, Road No. 2/A, Banani, Dhaka 
Tel.: 880-2-8822113 
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E-mail: devcon@bdonline.com 
Development Design 
Consultants Ltd. 

47 Mohakali C/A, Dhaka-1212 
Tel.: 880-2-9336177 
E-mail: wre@bangla.net 

Bongo Dynamic Consult 
Ltd. 

House No. 7E, Road No.17, Banani, Dhaka-1213 
Tel.: 880-2-6000169 
E-mail: bongo@citchco.net 

 

（3）調査コスト 

インベントリー調査の実施にかかる現地コンサルタントの費用は、ショートリストの

作成、見積もり、業者選定、契約交渉、JICA の承認を経て最終決定されるものであるが、

現地での LGED の概略見積もりでは、要員一人当たり 2,000 ドル/月から 2,500 ドル/月

の人件費と交通費等を入れ込んで、おおむね一人当たり 3,000 ドル/月とのことである。

なおこれは ADB の標準値とのことであるが、現地では再度確認することが求められる。 

 

４－３－３ 水資源管理計画 

（1）水資源開発計画 

水資源開発計画作成に当たっては、利害関係者の合意形成が必須である。特に、小規

模水資源開発計画の対象地域とその周辺地域の計画の受益者とはならない地域住民と

の合意形成に充分注意することが必要とされる。特にバ国の地方村落では、ねたみ等に

よるプロジェクト施設に対する損壊行為等も予期されることから、この点での留意が特

に望まれる。 

 

（2）水資源管理計画 

水資源管理計画作成に当たっては、水資源管理組合の設立が必須用件となる。これは

PRA の実施を通じての、受益者間の合意形成が必要であるが、これは、管理組合の水利

用・管理にかかる料金体系計画、料金徴収システム、ハード・ソフト両面での施設操作・

管理計画等、水資源管理計画全般にわたる合意形成を行っておくことが、将来にわたっ

て永続的にプロジェクトが便益を生みだすもととなるものである。なお、この施設操

作・管理は水資源利用のみでなく、洪水防御、排水にかかる施設操作・管理も含むもの

である。 
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事前調査団収集資料説明 

 

１．地図について 

(1) District レベルの地図は、LGED の GIS Unit から入手できる。A1 サイズ程度に出力可

能で、概ね 1:15,000 程度のスケールとなる。一枚 600 タカ(現地通貨 taka)である。 

(2) Upazila レベルの地図も同様にして、出力可能である。 

(3) Union レベルの地図は、単に Upazila レベルの地図を拡大しただけのものである。 

(4) 地図は基本的には、1965 年当時の基本地形図をベースにしているが、平面的な位置は

1990 年代に次々とアップデートしており（3ｍ程度の精度の GPS で修正とのこと）、場

所によりアップデートの年代は異なる。地図情報によると、1989～1990 年代のスポッ

ト像、1983～1984 航空写真、地形図、現場チェックにより作成したとなっている。 

(5) GIS で確保している情報は、以下の通りである。 

(6) 国境、県境、群境、ユニオン境、県庁、群庁、ユニオン庁、国道、県道、群道、ユニ

オン道、鉄道、市場、警察署、健康センター、大学、高校、単科大学、 

(7) これらが、地図上に記載される。 

(8) ADB のプロジェクトも基本的にはこの地図を使用。 

(9) これらの地図は、高度が一切入っていない。GIS Unit ではこれらの情報を確保してい

ない。また土地利用もわからず、住宅等の所在もわからない。 

(10) 一方、コンターの入った地図は、東パキスタン時代に作成された（1965 年代）ものが

ある。これは、基本的には SOB（Survey of Bangladesh）所有であるが、LGED の Map 
Library が同様のものを所蔵している。これは、縮尺 1:16,000 程度となっており、コン

ターも 1 フィートごととなっている。また、土地利用もわかり住宅等の分布もわかる｡ 

この地図は、インデックスマップもあり、容易に検索ができる。 

(11) この地図上での高さは、mPWD 標記（海面標高）となっており、そのベンチマークも

各県に幾つかは存在しているとのことである。 

(12) 一方、JICA プロジェクトによるバングラデシュ国（以下「バ国」という）での基本ベ

ンチマーク網が確立されており、その報告書を今回コピーを持参帰国しているので、

詳細はそれを参照できる。 

(13) したがって、平面関係は GIS Unit で図面を入手し、高さ関係は一部基準ベンチマーク

から 1965 年作成の標高の確認作業が必要となろう。 

(14) 一方派遣専門家からは、衛星画像から、その平面位置関係も、特に常に動く河川平面

形の確認が必要との認識を示されている。バ国政府側もキャパシティビルディングの

関係からも、その作業が入ると望ましいとしている。 

 

２．統計資料について 

統計資料については、以下の 3 冊を入手した。 

 1) 2001 Statistical Yearbook of Bangladesh 22nd Edition 
 2) Population Census 2001 National Report (Provision) July 2003 
 3) 2000 Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh 



1)については、発行が 2003 年 12 月となっており、最新版といえる。これは、District レ
ベルでの詳細な統計資料が得られる。項目としては、以下のものがある。 

① General Features and Environment 
② Area, Population, Household and Household Characteristics 
③ Labor and Manpower 
④ Agriculture: Crops, Livestock, Forestry and Fishery 
⑤ Industry 
⑥ Energy 
⑦ Transport and Communication 
⑧ Foreign Trade 
⑨ Finance, Foreign Aid Banking, Insurance, Co-operative and Credit Distribution 
⑩ Prices and Wages 
⑪ National Income 
⑫ Education 
⑬ Health, Family Planning and Social Statistics 
⑭ Consumption, Household Income and Expenditure 
⑮ Planning and Development 
 

2)については、発行が 2003 年 7 月となっており、これも最新版といえる。これも District
レベルで資料が整理されている。項目としては以下のものがある。 

① Population Size and Density 
② Population Growth 
③ Urbanization 
④ Age-sex Composition 
⑤ Marital Status 
⑥ Religious Composition 
⑦ Literacy and Educational Attainment 
⑧ Economic Participation 
⑨ Household and Housing Characteristics 
⑩ Selected Zila Tables 
 

3)については、2003 年 3 月発行となっており、これも最新版といえる。これも District レ
ベルでの資料整理となっている。項目としては以下のものがある。 

① Crop Estimates 
② Estimates of Crop Damages 
③ Meteorological Data 
④ Agricultural Inputs 
⑤ Agricultural Census 
⑥ Livestock, Forestry and Fisheries 
⑦ Crop Use Statistics 



⑧ Export and Import of Agricultural Products and Inputs 
 

３．環境関係資料について 

環境関係については、環境白書とも言える Bangladesh Compendium of Environment Statistics 
1997 を入手した。 

 環境関係法関係については、環境法・政策の資料（Department of Environment 発行）が入

手できたが、これは多くがベンガル語で書かれており、一部が英語での記述となっている。

このため、英語あるいは日本語への翻訳が本格調査で必要となろう。 

 

４．水位資料について 

河川水位は基本的には、BWDB が管理しているが、SSWRDSP-2 で水位の一部資料を入手

しており、今回対象 6 県にかかる水位観測所位置図、その資料賦存度、水位資料（日水位）

を SSWRDSP-2 から入手した。対象 6 県にかかる水位観測所は 44 箇所あり、その資料も 1981
年から 2002 年までのものを集めた。堤防設計には、20 年確率の水位が必要であり、20 年

程度の資料では、十分とはいえないので、これ以前の水位データを極力多く集める必要が

ある。これ以前の水位資料も一部存在はしているようだが、BWDB から入手する必要があ

り、それなりの手続きを経る必要があり、幾分日数が必要である。観測所位置図は別添資

料に示す。なお、水位の基準高は mPWD との事であり、基本的には、地図の標高と同一基

準からの高さと見られる。 

 

５．ヒ素汚染資料について 

これについては、LGED は一切の資料を入手していない。すべて、本格調査時に

DPHE(Department of Public Health Engineering)から入手されたいとしている。 
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